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近
代
オ
ス
マ
ン
帝
国
に
お
け
る
国
家
医
療
の
形
成
と
市
行
政
医

）

三
一　
（

一　

は
じ
め
に

　

近
代
オ
ス
マ
ン
帝
国
に
お
い
て
、
国
家
と
「
国
民
」
の
関
係
は

大
き
く
変
化
す
る
。
軍
や
行
政
制
度
の
再
編
に
よ
る
国
家
構
造
の

変
容
に
伴
い
、
一
部
の
エ
リ
ー
ト
や
上
流
階
層
の
み
な
ら
ず
、
国

民
全
体
の
教
育
や
健
康
水
準
の
底
上
げ
が
求
め
ら
れ
る
よ
う
に
な

っ（
た

）
1

。
一
定
水
準
の
教
育
と
健
康
な
身
体
を
備
え
た
、
国
家
に
と

っ
て
有
用
な
人
材
が
常
に
供
給
さ
れ
る
こ
と
を
求
め
る
近
代
国
家

に
と
っ
て
、「
国
民
」
は
単
な
る
徴
税
単
位
で
は
な
く
、
国
力
に

直
結
す
る
集
団
と
な
っ
た
の
で
あ（
る

）
2

。
近
代
オ
ス
マ
ン
国
家
の
こ

の
よ
う
な
性
格
は
、
一
方
で
は
公
教
育
を
軸
と
し
た
教
育
制
度
の

再（
編

）
3

、
他
方
で
は
「
国
家
医
療
」、
す
な
わ
ち
国
家
に
よ
る
医

療
・
衛
生
体
制
の
整
備
に
つ
な
が
っ（
た

）
4

。

　

一
九
世
紀
後
半
に
入
る
と
、
オ
ス
マ
ン
帝
国
は
地
方
社
会
に
お

け
る
医
療
・
衛
生
環
境
の
改
善
に
着
手
し
た
。
一
八
六
七
年
、
イ

ス
タ
ン
ブ
ル
に
お
け
る
第
二
の
医
学
校
と
し
て
文
民
医
学
校M

e-
kteb-i T

ıbbiye-i M
ülkiye

が
開
校
し
、
そ
の
卒
業
生
は
公
的
組

織
に
奉
職
す
る
医
師
と
し
て
帝
国
各
地
に
任
命
、
雇
用
さ
れ
、
地

方
社
会
の
住
民
の
生
命
と
健
康
の
保
護
を
期
待
さ
れ
た
。
一
八
七

一
年
に
は
「
医
事
法
」
が
制
定
さ
れ
、
住
民
へ
の
無
料
診
療
や
感

染
症
の
届
け
出
、
各
地
域
の
医
学
的
地
誌
の
調
査
、
裁
判
に
関
わ

る
検
死
な
ど
、
各
地
の
公
的
組
織
で
雇
用
さ
れ
る
医
師
た
ち
の
職

務
が
法
的
に
定
め
ら
れ（
た

）
5

。
時
期
を
同
じ
く
し
て
、
地
方
自
治
体

（belediye

）
が
各
地
で
形
成
さ
れ
、
都
市
の
公
衆
衛
生
対
策
が

推
進
さ
れ
た
。

　

二
〇
世
紀
に
入
っ
て
も
な
お
、
オ
ス
マ
ン
帝
国
内
の
諸
地
域
は

ペ
ス
ト
や
コ
レ
ラ
な
ど
の
急
性
感
染
症
の
流
行
に
見
舞
わ
れ
て
い

た
。
し
か
し
、
彼
ら
医
師
た
ち
は
感
染
症
流
行
に
際
し
て
臨
時
で

三
四
九　

　
近
代
オ
ス
マ
ン
帝
国
に
お
け
る
国
家
医
療
の
形
成
と
市
行
政
医

　
─
─
一
九
世
紀
末
―
二
〇
世
紀
初
頭
イ
ズ
ミ
ル
に
お
け
る
医
療
・
衛
生
体
制
─
─
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派
遣
さ
れ
る
衛
生
官
で
は
な
く
、
各
地
域
に
常
勤
で
雇
用
さ
れ
、

社
会
全
体
の
健
康
状
態
の
増
進
と
い
う
、
よ
り
広
範
な
役
割
を
担

わ
さ
れ
た
。
す
な
わ
ち
、
地
域
の
何
万
、
何
十
万
と
い
う
集
団
を

対
象
と
し
て
、
そ
の
生
死
に
関
わ
る
統
計
を
作
成
、
地
域
に
固
有

の
病
因
を
調
査
し
改
善
策
を
講
じ
る
こ
と
、
国
力
の
基
礎
た
る
人

口
の
増
加
の
た
め
、
衛
生
状
態
の
改
善
や
種
痘
の
普
及
な
ど
を
通

じ
て
母
子
保
健
の
向
上
に
努
め
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
た
。
折
し
も

疫
学
や
細
菌
学
が
長
足
の
進
歩
を
遂
げ
る
中
、
彼
ら
は
予
防
医
療

の
主
要
な
担
い
手
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
第
二
次
立
憲
政
成
立
後

の
一
九
〇
九
年
に
出
さ
れ
た
『
衛
生
監
察
官
と
市
行
政
医
の
職
務

（
以
下
、『
職
務
』
と
略
記
）』
の
序
文
は
、
以
下
の
文
言
で
締
め

く
く
ら
れ
て
い
る
。

（
衛
生
監
察
官
と
市
行
政
医
は
）
常
に
国
益
（m

enafi-i 
vatan ve m

em
leket

）
を
注
意
に
入
れ
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、

法
と
良
心
に
よ
る
、
無
知
（cehalet

）
に
対
す
る
文
明
的

な
戦
い
（m

übareze-i m
edeniye

）
を
行
い
、
親
愛
な
る

国
民
の
健
康
に
奉
仕
せ
ね
ば
な
ら
な
い
の
で
あ（
る

）
6

。

単
に
医
療
者
と
し
て
病
人
を
治
療
す
る
だ
け
で
な
く
、「
国
益
」

の
た
め
に
、
社
会
に
蔓
延
る
「
無
知
」
と
闘
い
、
国
民
の
健
康
に

奉
仕
す
る
こ
と
へ
の
期
待
が
謳
わ
れ
て
い
る
。
こ
う
し
て
オ
ス
マ

ン
社
会
に
新
た
に
登
場
し
た
医
師
、
な
か
で
も
近
代
医
学
校
で
育

っ
た
行
政
医
た
ち
は
、
病
人
の
み
な
ら
ず
、
地
域
社
会
の
健
康
な

人
々
を
も
対
象
と
し
て
、
社
会
全
体
の
健
康
レ
ベ
ル
の
向
上
と

「
国
益
」
と
を
結
び
つ
け
る
役
割
を
果
た
す
こ
と
に
な
っ
た
。

　

地
方
に
お
け
る
衛
生
政
策
の
普
及
と
、
そ
こ
で
の
医
療
専
門
職

の
役
割
の
重
要
性
は
、
多
か
れ
少
な
か
れ
近
代
の
諸
国
家
に
共
通

し
て
見
ら
れ
た
特
徴
で
あ（
る

）
7

。
近
代
国
家
と
し
て
の
共
時
性
が
強

調
さ
れ
る
近
年
の
オ
ス
マ
ン
帝
国
史
研
究
に
お
い
て
も
、
そ
の
幾

つ
か
が
先
鞭
を
つ
け
て
い（
る

）
8

。
そ
こ
で
は
、
医
師
の
育
成
や
法
の

整
備
な
ど
が
論
じ
ら
れ
る
一
方
で
、
全
般
的
傾
向
と
し
て
の
医
師

の
少
な
さ
や
財
政
難
に
よ
る
給
与
の
未
払
い
、
現
地
住
民
に
よ
る

反
発
な
ど
、
地
方
衛
生
政
策
の
停
滞
が
強
調
さ
れ
て
き
た
。
し
か

し
本
稿
が
明
ら
か
に
す
る
よ
う
に
、
少
な
く
と
も
ア
イ
ド
ゥ
ン
州

内
の
行
政
医
は
時
代
を
下
る
に
つ
れ
て
着
実
に
数
を
増
や
し
て
い

っ
た
し
、
そ
の
中
心
都
市
イ
ズ
ミ
ル
の
よ
う
に
複
数
の
医
師
や
種

痘
官
、
助
産
師
が
雇
用
さ
れ
て
い
た
地
域
も
あ
る
。
ゆ
え
に
、
現

時
点
で
の
課
題
は
、
実
際
に
地
方
自
治
体
と
行
政
医
が
機
能
し
て

い
た
各
地
域
に
お
い
て
、
社
会
の
医
療
・
衛
生
環
境
を
踏
ま
え
つ

つ
、
い
か
に
衛
生
政
策
が
実
質
化
し
て
い
っ
た
か
を
解
明
す
る
こ

と
に
あ
る
。

　

以
上
を
念
頭
に
置
き
、
本
稿
は
イ
ズ
ミ
ル
で
発
行
さ
れ
た
オ
ス

マ
ン
語
新
聞
の
記
事
や
広
告
、
衛
生
雑
誌
、
法
令
集
お
よ
び
オ
ス

三
五
〇　
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三
五
一　

マ
ン
・
ヌ
ー
リ
ー
・
エ
ル
ギ
ン
の
『
市
政
全
書
』、
州
年
鑑
、
医

師
の
伝
記
な
ど
を
主
な
史
料
と
し
て
、
西
ア
ナ
ト
リ
ア
の
港
湾
都

市
イ
ズ
ミ
ル
お
よ
び
周
辺
地
域
を
事
例
に
、
自
治
体
に
雇
用
さ
れ

た
市
行
政（
医

）
9

の
具
体
的
な
職
務
や
役
割
を
明
ら
か
に
す
る
。
一
九

世
紀
末
か
ら
二
〇
世
紀
初
頭
の
同
地
域
全
体
で
、
市
行
政
医
が
ど

れ
ほ
ど
普
及
し
た
か
。
そ
の
様
々
な
職
務
は
、
地
域
の
医
療
環
境

の
中
で
、
ど
の
よ
う
な
形
で
行
わ
れ
た
か
。
医
学
一
般
に
お
け
る

治
療
か
ら
予
防
へ
と
い
う
転
換
は
、
市
行
政
医
の
役
割
に
も
変
化

を
及
ぼ
し
た
か
。
こ
う
し
た
諸
点
を
明
ら
か
に
す
る
中
で
、
近
代

オ
ス
マ
ン
帝
国
に
お
け
る
地
方
社
会
へ
の
国
家
医
療
の
普
及
の
問

題
に
つ
い
て
考
察
す
る
。

二　

地
方
衛
生
の
改
善 

　
　
　
―
行
政
医
の
育
成
と
各
地
へ
の
任
命

１　

文
民
医
学
校
の
開
校

　

一
八
六
七
年
に
イ
ス
タ
ン
ブ
ル
に
開
校
し
た
前
述
の
文
民
医
学

校
は
、
既
存
の
帝
国
医
学
校M

ekteb-i T
ıbbiye-i Şahane

の

校
舎
を
間
借
り
し
て
出
発
し
た
。
同
校
は
、
一
九
世
紀
の
終
わ
り

ま
で
の
二
五
年
間
で
五
八
四
人
の
医
師
と
四
二
二
人
の
薬
剤
師
を

輩
出（
し

）
10

、
一
九
〇
八
年
の
帝
国
医
学
校
と
の
統
合
に
よ
り
大
学

D
arülfünun

の
医
学
部
と
な
っ
た
後
も
、
帝
国
各
地
に
近
代
医

学
を
修
め
た
医
師
を
送
り
出
し
続
け
た
。

　

同
校
は
、
地
方
社
会
に
お
け
る
医
師
不
足
の
解
消
を
主
た
る
目

的
と
し
て
設
立
さ
れ
た
。
と
い
う
の
も
、
も
と
も
と
オ
ス
マ
ン
帝

国
に
お
け
る
近
代
医
学
教
育
は
、
軍
事
改
革
の
一
環
と
し
て
始
ま

っ
た
た
め
、
一
八
二
七
年
に
開
校
、
後
に
改
組
を
経
て
帝
国
医
学

校
の
名
で
呼
ば
れ
た
軍
医
学
校
は
主
に
軍
医
を
輩
出
し
て
い
た
。

文
民
医
学
校
の
産
科
学
教
師
ム
ス
タ
フ
ァ
・
ミ
ュ
ニ
フ
・
パ
シ
ャ

は
『
文
民
医
学
校
小
史
』
の
中
で
、
オ
ス
マ
ン
領
内
で
医
学
の
専

門
家
が
求
め
ら
れ
て
い
る
と
聞
い
た
外
国
人
が
、
数
ヶ
月
だ
け
医

学
組
織
に
通
っ
て
証
書
を
得
た
や
ぶ
医
者
（şarlatan

）
と
な
っ

て
オ
ス
マ
ン
帝
国
各
地
に
跋
扈
し
て
い
た
こ
と
を
、
開
校
の
背
景

と
し
て
い（
る

）
11

。
同
様
に
、
文
民
医
学
校
創
立
に
お
い
て
重
要
な
役

割
を
果
た
し
た
当
時
の
帝
国
医
学
校
校
長
サ
ー
リ
フ
・
エ
フ
ェ
ン

デ
ィ
が
大
宰
相
へ
宛
て
た
文
書
の
中
で
も
、
戦
争
に
よ
り
医
師
が

招
集
さ
れ
て
地
方
に
医
師
が
い
な
く
な
り
、
正
規
の
資
格
を
有
さ

な
い
外
国
人
が
こ
の
欠
を
埋
め
て
い
る
現
状
が
記
さ
れ
て
い（
る

）
12

。

一
八
七
六
年
に
文
民
医
学
校
を
卒
業
し
、
後
に
イ
ズ
ミ
ル
・
ム
ス

リ
ム
慈
善
病
院İzm

ir Gureba-i M
üslim

in H
astanesi

に
勤

め
る
こ
と
に
な
る
ム
ス
タ
フ
ァ
・
エ
ン
ヴ
ェ
ル
は
、
実
際
に
は
卒

業
後
す
ぐ
軍
医
と
し
て
ム
ー
ラ
の
予
備
隊
に
配
属
さ
れ
、
地
方
行

政
医
職
に
就
く
ま
で
バ
ル
カ
ン
方
面
で
約
三
年
間
従
軍
し
て
い（
た

）
13

。
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四　
（

こ
う
し
た
事
実
か
ら
も
、
い
か
に
医
師
不
足
が
焦
眉
の
問
題
で
あ

っ
た
か
が
窺
え
よ
う
。

　

文
民
医
学
校
で
は
、
好
条
件
に
よ
っ
て
地
方
か
ら
入
学
希
望
者

を
募
っ
て
医
学
生
を
確
保
す
る
と
共
に
、
卒
業
後
に
各
地
の
行
政

組
織
で
勤
務
さ
せ
る
こ
と（
で

）
14

、
医
師
不
足
解
消
が
図
ら
れ
た
。
医

師
免
許
（diplom

a
）
を
取
得
し
た
地
方
出
身
者
の
徴
兵
免
除
、

行
政
医
と
し
て
の
階
級
に
応
じ
た
叙
勲
、
博
士
試
験
の
免
除
が
待

遇
と
し
て
挙
げ
ら
れ
る
。
入
学
の
条
件
は
、
宗
教
宗
派
を
問
わ
ず
、

ル
シ
ュ
デ
ィ
エ
校
卒
業
か
相
当
の
知
識
を
有
す
る
一
六
―
二
五
歳

の
オ
ス
マ
ン
臣
民
と
さ
れ
た
。
修
学
期
間
は
当
初
五
年
だ
っ
た
が
、

臨
床
教
育
の
追
加
な
ど
を
理
由
に
間
も
な
く
七
年
間
に
変
更
さ
れ

た
。
そ
の
後
も
何
度
か
変
更
が
あ
り
、
一
八
九
八
年
の
時
点
で
は

四
年
間
の
基
礎
教
育
と
二
年
間
の
臨
床
実
習
か
ら
な
る
六
年
制
と

な
っ
て
い
る
。
地
方
か
ら
入
学
希
望
者
を
募
っ
た
も
の
の
、
経
費

削
減
の
た
め
、
寄
宿
制
で
な
く
通
学
制
で
あ
っ（
た

）
15

。

　

フ
ラ
ン
ス
語
医
学
教
育
に
よ
る
修
学
期
間
の
長
期
化
が
医
師
育

成
の
遅
れ
の
一
因
と
認
識
さ
れ
た
こ
と
か
ら
、
同
校
で
は
ト
ル
コ

語
に
よ
る
医
学
教
育
が
導
入
さ
れ
、
ま
た
一
八
七
〇
年
に
は
軍
医

学
校
に
お
け
る
教
育
も
ト
ル
コ
語
に
切
り
替
わ
っ（
た

）
16

。
外
国
語
医

学
書
・
医
学
用
語
の
ト
ル
コ
語
化
そ
の
も
の
は
、
文
民
医
学
校
設

立
の
前
か
ら
始
ま
り
、
一
八
五
七
年
に
帝
国
医
学
校
内
に
開
設
さ

れ
た
「
選
抜
ク
ラ
ス
（m

üm
taz sınıf

）」
に
お
け
る
翻
訳
事
業

が
嚆
矢
と
言
わ
れ
て
い
る
。
外
国
人
講
師
ら
の
反
発
に
よ
り
、
一

八
五
九
年
に
こ
の
学
級
は
廃
止
さ
れ
る
も
、
一
八
六
二
年
に
は
医

学
知
協
会Cem

iyet-i İlm
iye-i T

ıbbiye

と
い
う
非
公
式
な
組

織
が
設
立
さ
れ
、
医
学
校
の
外
で
翻
訳
作
業
は
続
け
ら
れ
た
。
一

八
六
七
年
に
文
民
医
学
校
が
設
立
さ
れ
る
と
、
翻
訳
作
業
を
担
う

組
織
の
設
立
が
再
び
提
起
さ
れ
、
同
年
に
オ
ス
マ
ン
医
学
協
会

Cem
iyet-i T

ıbbiye-i O
sm

aniye

と
い
う
公
的
な
組
織
が
設
立

さ
れ（
た

）
17

。
当
協
会
は
、
一
八
七
三
年
に
仏
土
の
医
学
辞
典
を
出
版

す
る
な
ど
注
目
す
べ
き
成
果
を
挙
げ
て
い（
る

）
18

。

２　

地
方
行
政
の
改
革
と
地
方
医
療
・
衛
生
体
制
の
整
備

　

文
民
医
学
校
か
ら
最
初
の
卒
業
生
が
出
る
の
に
先
立
ち
、
一
八

七
〇
年
の
「
文
民
医
学
校
法
補
遺
」
で
は
、
各
地
に
任
じ
ら
れ
る

卒
業
生
た
ち
の
処
遇
が
定
め
ら
れ
た
。
そ
れ
に
よ
る
と
文
民
医

（etibba-yı m

）
19
（

ülkiye

）
は
県
医
（liva etibbası sınıfı

）、
州
医

（vilayet etibbası sınıfı

）、
監
察
（teftiş sınıfı

）
の
三
つ
の
階

級
に
分
け
ら
れ
、
そ
れ
ぞ
れ
に
一
〇
〇
〇
、
一
五
〇
〇
、
二
〇
〇

〇
ク
ル
シ
ュ
の
月
給
と
勲
章
が
与
え
ら
れ
る
（
第
三
条
）。
県
医

か
ら
州
医
、
州
医
か
ら
監
察
へ
の
昇
級
は
、
各
階
級
に
お
け
る
三

年
間
の
勤
続
を
条
件
に
、
該
当
者
の
中
か
ら
勤
続
年
数
と
能
力
の

三
五
二　
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順
と
さ
れ
た
（
第
四（
条

）
20

）。
一
八
八
八
年
の
「
行
政
医
・
薬
剤
師

に
関
す
る
法
」
に
お
い
て
文
民
医
の
階
級
は
、
新
た
に
郡
医

（kaza tabibi sınıfı

）、
県
医
（liva tabibi sınıfı

）、
州
医

（vilayet tabibi sınıfı

）、
監
察
（m

üfettiş sınıfı

）
の
四
つ
に

分
け
ら
れ
、
そ
れ
ぞ
れ
六
〇
〇
、
八
〇
〇
、
一
二
〇
〇
、
二
〇
〇

〇
ク
ル
シ
ュ
の
月
給
と
勲
章
、
昇
級
規
則
が
設
定
さ
れ
た
（
第
三

〜
一
五
条
）。
ま
た
、
こ
の
一
八
八
八
年
法
で
は
文
民
医
学
校
卒

業
者
に
つ
い
て
、
郡
医
と
し
て
二
年
、
県
医
と
し
て
三
年
の
計
五

年
間
の
勤
続
義
務
が
明
記
さ
れ
た
（
第
一
〇（
条

）
21

）。

　

こ
の
よ
う
な
階
級
に
分
け
ら
れ
た
文
民
医
た
ち
の
一
部
は
、
州

全
体
の
衛
生
問
題
を
管
轄
す
る
州
衛
生
監
察
官（
や

）
22

公
立
病
院
の
勤

務
医
と
な
っ
た
が
、
州
衛
生
監
察
官
は
各
州
に
一
人
で
あ
り
、
各

地
の
公
立
病
院
の
医
師
職
は
市
行
政
医
が
兼
任
の
場
合
も
少
な
く

な
か
っ（
た

）
23

。
そ
の
た
め
大
多
数
の
実
際
の
官
職
は
、
各
地
方
自
治

体
に
お
け
る
市
行
政
医
職
で
あ
っ
た
。
し
た
が
っ
て
、
地
方
に
お

け
る
医
療
・
衛
生
体
制
の
整
備
と
は
す
な
わ
ち
、
文
民
医
学
校
に

よ
る
行
政
医
の
育
成
と
、
各
地
方
自
治
体
へ
の
任
官
を
通
じ
た
、

近
代
医
学
知
に
基
づ
く
医
療
・
衛
生
政
策
の
普
及
を
基
本
的
方
針

と
し
た
も
の
だ
っ
た
。

　

こ
の
た
め
、
地
方
医
療
・
衛
生
体
制
の
確
立
は
、
一
九
世
紀
後

半
以
降
の
地
方
行
政
制
度
の
再
編
と
も
不
可
分
の
関
係
に
あ
る
と

言
え
る
。
オ
ス
マ
ン
帝
国
内
の
地
方
行
政
は
一
八
六
四
年
に
始
ま

る
改
革
に
よ
り
、
州
―
県
―
郡
―
郷
を
基
本
的
な
行
政
単
位
と
す

る
階
層
構
造
に
再
編
さ
れ
、
各
行
政
単
位
の
中
心
地
に
そ
れ
ぞ
れ

地
方
自
治
体
で
あ
る
ベ
レ
デ
ィ
エ
が
設
置
さ
れ
た
。
そ
の
端
緒
は

地
方
行
政
改
革
の
モ
デ
ル
と
な
っ
た
ド
ナ
ウ
州
の
州
都
ル
セ
に
関

す
る
一
八
六
五
年
の
法
令
に
求
め
ら
れ
る
が
、
こ
の
ル
セ
の
議
会

に
諮
問
委
員
と
し
て
行
政
医
（m

em
leket tabibi

）
が
す
で
に

含
ま
れ
た
点
は
注
目
に
値
す（
る

）
24

。
帝
国
全
土
に
お
け
る
州
制
度
お

よ
び
都
市
自
治
制
度
の
沿
革
を
定
め
た
一
八
七
一
年
の
「
州
法
」

に
お
い
て
も
、
市
議
会
へ
の
行
政
医
の
参
加
が
定
め
ら
れ
て
い
る

（
第
一
一
二（
条

）
25

）。
つ
ま
り
、
一
八
六
七
年
の
文
民
医
学
校
の
設
立

や
後
述
の
一
八
七
一
年
の
「
医
事
法
」
以
前
に
お
い
て
、
地
方
行

政
へ
の
医
療
専
門
職
の
参
画
が
す
で
に
想
定
さ
れ
て
い
た
こ
と
に

な
る
。
文
民
医
学
校
の
卒
業
生
は
、
折
し
も
各
地
で
徐
々
に
整
備

が
進
ん
で
い
た
地
方
自
治
組
織
で
主
に
雇
用
さ
れ
、
地
方
社
会
に

お
け
る
医
療
・
衛
生
政
策
の
一
端
を
担
う
こ
と
が
期
待
さ
れ
た
の

で
あ
る
。

　

各
地
方
自
治
体
で
の
働
き
口
に
対
し
て
卒
業
生
の
数
は
到
底
足

り
て
い
な
か
っ
た
の
で
、
現
地
の
医
師
、
時
に
は
無
免
許
の
医（
師

）
26

の
現
地
採
用
は
普
通
に
行
わ
れ
て
い（
た

）
27

。
上
記
の
一
八
八
八
年
法

に
お
い
て
、
帝
国
内
で
雇
用
さ
れ
る
市
行
政
医
は
文
民
医
学
校
を

三
五
三　
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卒
業
し
た
オ
ス
マ
ン
臣
民
で
あ
る
と
定
め
ら
れ
た
が
、
そ
う
で
な

く
て
も
、
す
で
に
市
行
政
医
と
し
て
の
勤
務
歴
が
長
く
勤
務
良
好

な
も
の
に
つ
い
て
、
オ
ス
マ
ン
臣
民
で
あ
る
こ
と
を
条
件
に
文
民

医
の
階
級
に
含
ま
れ
う
る
と
い
う
例
外
規
定
も
同
時
に
存
在
し
た

（
第
一
九（
条

）
28

）。

　

地
方
保
健
行
政
の
嚆
矢
と
さ
れ
る
法
律
が
一
八
七
一
年
の
「
医

事
法
」
で
あ（
る

）
29

。
こ
れ
に
よ
り
市
行
政
医
の
職
務
が
定
め
ら
れ
、

国
家
医
療
の
方
向
性
が
明
示
さ
れ
た
。
同
法
に
よ
れ
ば
、
市
行
政

医
の
任
命
は
地
方
当
局
と
文
民
医
局
の
相
談
の
上
で
決
定
さ
れ
、

市
行
政
医
の
給
与
は
雇
用
し
た
自
治
体
の
予
算
か
ら
支
払
わ
れ
る

と
さ
れ
た
（
第
一
〜
二
条
）。「
医
事
法
」
で
定
め
ら
れ
た
職
務
は
、

①
病
人
の
無
料
診
療
お
よ
び
種
痘
の
実
施
、
②
感
染
症
へ
の
対
応

お
よ
び
任
地
に
お
け
る
疾
患
発
生
要
因
の
調
査
、
③
法
医
学
の
三

つ
に
大
別
で
き
る
。
一
つ
目
の
病
人
の
診
療
は
、
週
に
二
度
決
ま

っ
た
場
所
で
の
無
料
診
療
を
実
施
す
る
ほ
か
、
患
者
の
求
め
に
応

じ
て
訪
問
診
療
を
行
う
こ
と
も
義
務
と
さ
れ
た
（
第
五
条
）。
二

つ
目
の
感
染
症
の
対
応
に
つ
い
て
は
、
感
染
症
発
生
の
地
方
当
局

へ
の
報
告
と
必
要
な
対
策
の
実
施
、
さ
ら
に
文
民
医
局
へ
の
報
告

も
義
務
付
け
ら
れ
た
ほ
か
（
第
一
〇
条
）、
中
央
か
ら
の
指
示
に

基
づ
き
地
方
当
局
に
対
し
て
警
告
を
行
う
権
限
が
付
与
さ
れ
て
い

る
（
第
一
五
条
）。
三
つ
目
の
法
医
学
に
つ
い
て
は
、
裁
判
の
際

に
必
要
な
医
学
所
見
を
述
べ
る
こ
と
、
例
え
ば
殺
人
事
件
に
お
け

る
検
死
が
そ
れ
に
あ
た
る
（
第
一
六
条
）。

　

一
八
七
一
年
の
「
医
事
法
」
で
は
、
監
察
官
と
市
行
政
医
の
職

掌
は
明
確
に
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
が
、
一
九
〇
九
年
の
『
職
務
』

に
お
い
て
は
、
州
衛
生
監
察
官
、
病
院
勤
務
医
、
市
行
政
医
、
そ

し
て
地
方
衛
生
委
員
会
（heyet-i sıhhiye ve m

ecalis-i sıhhi-
ye-i m

）
30
（

ahalliye

）
各
々
の
職
務
が
列
挙
さ
れ
て
い
る
ほ
か
、
内

容
面
で
も
大
き
な
違
い
が
あ
る
（
表
１
）。
例
え
ば
四
章
で
検
討

す
る
食
品
衛
生
の
管
理
や
飲
料
水
の
衛
生
管
理
、
ご
み
処
理
、
遺

体
の
埋
葬
な
ど
の
都
市
の
公
衆
衛
生
に
関
わ
る
問
題
に
つ
い
て
の

役
割
が
明
確
に
定
め
ら
れ
た
。
ま
た
一
般
住
民
に
向
け
た
科
学
啓

蒙
記
事
の
掲
載
や
講
演
会
の
実
施
な
ど
、
近
代
医
学
知
の
普
及
も

役
割
の
一
つ
と
し
て
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
『
職
務
』
の
序
文

は
イ
ズ
ミ
ル
の
地
方
新
聞
『
ア
ヘ
ン
キ
』
の
一
九
一
〇
年
一
月
一

八
日
付
の
号
に
も
掲
載
さ（
れ

）
31

、
そ
の
翌
日
の
号
に
お
い
て
同
紙
の

主
筆
シ
ナ
ー
ス
ィ
は
、
医
師
に
期
待
す
る
役
割
を
論
じ
て
い
る
。

彼
に
よ
れ
ば
、
そ
の
役
割
を
端
的
に
言
え
ば
「
衛
生
知
識
の
普
及

（m
alum

at-ı sıhhiyenin neşr ve tam
im

i

）」
で
あ
っ
た
。
彼

は
衛
生
学
の
活
用
に
は
難
解
な
専
門
知
は
必
ず
し
も
必
要
で
は
な

く
、
そ
の
点
に
お
い
て
医
学
と
は
本
質
的
に
異
な
る
と
正
し
く
指

摘
し
た
上
で
、
こ
れ
ま
で
の
衛
生
学
の
書
物
は
難
解
な
言
語
で
書

三
五
四　
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表１　行政医の職掌

州衛生監察官 市行政医

職務 衛生議会や委員会の委員職
行政官へのアドバイザー
行政医の管理監督
開業医の医業が科学的に適切であ
るかの監督
州内の定期的な巡回
中央への種々の報告
感染症発生報告の取りまとめ
州内の梅毒流行状況と原因調査
州内の沼地の調査（場所、数、広
さ、近隣への距離、有害性）
鉱水・泉水の調査（成分、効能）
各学校の衛生管理
種痘実施状況の監督
労働者の衛生環境の査察

貧民の無料診療・種痘
軍人の診療（軍医がいない場合）
法医学上の検分
刑務所の囚人の診療
重大な手術への協力
食品衛生の管理
梅毒の感染源となる物（髭剃りや
食器、入浴道具など）への注意
母子衛生への注意（特に産褥熱や
新生児眼炎）
市当局への感染症発生の報告
救急搬送用備品の準備

共通の職務 無免許医療行為の取り締まり
感染症流行時の対応
飲料水の衛生管理
医学地誌の調査と地図の作成・提出
官報や民間新聞への科学啓蒙記事の掲載、保健衛生に関する講演会の
実施

地域の衛生
委員会

ごみ処理、消毒所・噴霧器の確認、病院の視察、新たに建設される施
設の衛生条件の確認、動物感染症対応、遺体の埋葬法の管理、統計の
作成

典拠： Meclis-i Umur-ı Tıbbiye-i Mülkiye ve Sıhhiye-i Umumiye, Sıhhiye Müfettişlerine ve Etibba-yı 
Belediyeye Ait Vezaif, İstanbul: Arşak Garoyan Matbaası, 1326 より筆者作成。
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か
れ
て
き
た
た
め
に
、
子
ど
も
は
お
ろ
か
、
教
師
で
す
ら
理
解
で

き
な
か
っ
た
と
批
判
し
、
医
師
た
ち
が
よ
り
平
易
な
表
現
で
、

『
職
務
』
に
示
さ
れ
た
よ
う
な
衛
生
知
の
啓
発
に
取
り
組
め
ば
、

人
口
増
加
（tezayid-i nüfus

）
と
国
土
と
国
民
の
繁
栄
（saa-

det-i m
ülk ve m

illet

）
に
大
き
な
貢
献
を
す
る
だ
ろ
う
と
論
じ

て
い（
る

）
32

。
こ
の
よ
う
に
、
近
代
医
学
・
衛
生
知
の
普
及
に
よ
る
国

や
地
域
の
繁
栄
と
い
う
考
え
は
、
二
〇
世
紀
初
頭
の
イ
ズ
ミ
ル
の

論
壇
で
も
共
有
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ（
た

）
33

。

　

以
上
の
よ
う
に
、
一
八
七
一
年
の
「
医
事
法
」
が
定
め
た
役
割

が
病
人
の
治
療
や
感
染
症
発
生
時
の
対
応
な
ど
、
い
わ
ば
事
後
的

な
も
の
で
あ
っ
た
の
に
対
し
、
一
九
〇
九
年
の
『
職
務
』
に
お
い

て
は
公
衆
衛
生
に
関
す
る
様
々
な
職
務
が
詳
細
に
定
め
ら
れ
、
む

し
ろ
病
気
の
発
生
を
事
前
に
防
ぐ
こ
と
に
重
き
を
置
い
た
内
容
と

な
っ
て
い（
た

）
34

。
こ
れ
は
治
療
か
ら
予
防
へ
と
い
う
当
時
の
医
学
の

焦
点
の
変
化
、
そ
し
て
国
家
の
医
療
政
策
の
方
向
性
の
双
方
を
反

映
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
、
市
行
政
医
に
求
め
ら
れ
た
役
割
の
変

化
が
窺
え
よ
う
。
個
々
の
職
務
の
内
容
に
つ
い
て
は
第
四
章
で
詳

し
く
論
じ
る
こ
と
と
し
て
、
次
節
で
は
イ
ズ
ミ
ル
の
属
す
る
ア
イ

ド
ゥ
ン
州
に
お
け
る
市
行
政
医
の
雇
用
状
況
に
つ
い
て
見
て
み
よ

う
。

３　

ア
イ
ド
ゥ
ン
州
内
の
市
行
政
医
雇
用
状
況

　

ア
イ
ド
ゥ
ン
州
内
お
よ
び
イ
ズ
ミ
ル
に
お
け
る
市
行
政
医
の
雇

用
状
況
を
ま
と
め
た
の
が
表
２
・
３
で
あ
る
。
ア
イ
ド
ゥ
ン
州
年

鑑
が
発
行
さ
れ
て
い
な
い
ヒ
ジ
ュ
ラ
暦
一
二
九
六
年
以
前
と
一
三

二
六
年
以
降
に
つ
い
て
は
断
片
的
な
情
報
し
か
な
い
。
他
地
域
の

事
例
を
参
照
す
る
と
、
例
え
ば
ベ
イ
ル
ー
ト
で
は
一
八
六
〇
年
に

す
で
に
衛
生
議
会
（m

ajlis al-sihha

）
が
設
立
さ
れ
、
公
的
な

種
痘
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
が
行
わ
れ
て
お
り
、
一
八
七
一
年
の
「
医
事

法
」
後
す
ぐ
に
自
治
体
に
よ
っ
て
二
名
の
医
師
が
雇
用
さ
れ（
た

）
35

。

マ
レ
ク
・
シ
ャ
リ
フ
に
よ
れ
ば
、
ベ
イ
ル
ー
ト
の
市
行
政
医
職
に

就
い
た
医
師
の
多
く
は
カ
イ
ロ
の
カ
ス
ル
・
ア
ル
＝
ア
イ
ニ
ー
医

学
校
を
卒
業
し
た
医
師
で
あ
り
、
彼
ら
に
と
っ
て
オ
ス
マ
ン
帝
国

の
市
行
政
医
職
は
安
定
し
た
収
入
と
社
会
的
な
地
位
を
得
ら
れ
る

魅
力
的
な
ポ
ス
ト
だ
っ（
た

）
36

。
ト
ラ
ブ
ゾ
ン
で
は
「
医
事
法
」
以
前

の
一
八
六
九
年
、
す
で
に
外
国
人
医
師
が
市
行
政
医
と
し
て
雇
用

さ
れ
て
い
た
こ
と
が
州
年
鑑
か
ら
確
認
で
き（
る

）
37

。
一
八
七
〇
年
代

前
半
の
ス
ィ
ヴ
ァ
ス
州
で
は
多
く
の
県
、
郡
に
お
い
て
ベ
レ
デ
ィ

エ
が
設
置
さ
れ
た
が
、
そ
の
う
ち
ア
マ
ス
ヤ
、
ズ
ィ
レ
、
ギ
レ
ス

ン
で
市
行
政
医
が
雇
用
さ
れ
て
い（
た

）
38

。

　

ア
イ
ド
ゥ
ン
州
で
は
一
八
七
九
年
に
は
、
二
九
の
う
ち
七
つ
、

翌
一
八
八
〇
年
に
は
三
一
の
う
ち
一
三
の
地
域
で
市
行
政
医
が
雇

三
五
六　
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図１　アイドゥン州行政区分（1891 年）および市行政医雇用状況
典拠：アイドゥン州年鑑（ヒジュラ暦 1308 年）所収の地図をもとに筆者作成。

〇

アクヒサル

ギョルデス

サリフリカサバ

マニサ
(サルハン)メネメンフォチャ

イズミル
ニフ

ウルラ

セフェリヒサル

クシャダス

ソケ
チネ

ボズドアン

サライキョイ

カラジャス デニズリ

タヴァス

ガルビーカラアーチ

キョイジェイズ

アイドゥン

ティレ

バユンドゥル
オデミシュ

ナジッリ

カラブルン

チェシュメ

アラシェヒル

ブルダン
チャル

エシュメ
クラ

デミルジ

州境

県境

郡境

鉄道

ベルガマ ソマ

クルクアーチ

メンテシェ
(ムーラ)

ミラース

ボドルム

マルマリス

メクリ

20年以上 10～19 1～9

◉

◎

◎
◎

◎

〇 〇

〇

〇
〇

〇〇

〇

〇 〇

〇

〇

〇〇

〇〇

〇 〇

〇

〇 〇

〇

〇

〇

〇
〇

〇

〇

〇

〇
〇

〇

・

・

・

◉
◎
〇

・

州都

県の中⼼
郡
郷

州年鑑(全24年)における市⾏政医の記載
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　　表 2　アイドゥン州における　 　　　　　　　　　　　　　市行政医および医系官吏雇用状況
1879 1880 1881 1882 1883 1884 1885 1886 1887 1888 1889 1891 1893 1894 1895 1896 1897 1898 1899 1901 1902 1903 1905 1908

イズミル県

イズミル ◯ ② ② ② ② ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ④ ④ ③ ② ③ ②, a, k ②, a, k, f ②, a, k, f ②, a, k, f ③, a, k ⑥, a, k ④, a, a, k
オデミシュ ― ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ― ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯

ウルラ ― ― ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ― ― ◯ ― ― ― ― ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯
バユンドゥル ― ◯ ◯ ◯ ― ― ◯ ◯ ◯ ― ― ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯

ベルガマ ◯ ― ― ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ― ― ②
ティレ ― ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯

チェシュメ ― ◯ ― ◯ ◯ ― ― ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯
セフェリヒサル ◯ ― ― ― ― ― ― ― ◯ ◯ ◯ ― ― ― ◯ ― ◯ ◯ ◯ ◯ ◯

フォチャ ― ― ― ― ― ― ― ― ― ◯ ◯ ◯ ◯ ― ◯ ◯ ― ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯
カラブルン ◯ ◯ ◯ ◯ ◯
クシャダス ◯ ― ◯ ◯ ― ◯ ― ― ― ― ◯ ― ― ― ― ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ― ―
メネメン ― ― ◯ ― ◯ ― ◯ ◯ ― ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯

ニフ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯
小計 3 5 6 9 8 5 8 8 6 7 7 10 9 8 8 8 9 11 10 13 13 12 11 12

アイドゥン県

アイドゥン ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ― ― ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯
ボズドアン ― ― ― ◯ ― ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ― ― ― ― ◯ ― ― ― ― ― ― ―

チネ ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ◯ ◯ ◯ ◯ ◯
ソケ ― ― ― ― ― ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ― ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ― ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯

カラジャス ― ― ― ◯ ◯ ◯ ◯ ◯
ナジッリ ― ◯ ◯ ― ― ◯ ◯ ― ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯

小計 1 2 2 2 1 4 4 3 4 3 2 4 3 3 3 3 3 3 3 5 5 5 5 5

デニズリ県
（1884年以降）

デニズリ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯, a, a, e
ブルダン ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ◯ ― ― ― ― ― ― ― ― ◯ ◯
チャル ◯ ◯ ― ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ― ◯ ◯ ― ◯, a ◯, a ◯, a ◯, a ◯, a ◯

サライ（サライキョイ） ― ◯ ◯ ― ― ― ― ― ― ― ― ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ―
タヴァス ― ◯ ◯ ◯ ― ― ― ― ― ― ― ― ― ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ― ◯ ◯ ◯ ― ◯

ガルビーカラアーチ ― ― ― ― ― ― ― ◯ ― ― ― ― ◯ ◯ ―
小計 1 2 2 2 1 1 3 3 1 2 2 2 2 4 2 3 5 3 3 4 4 5 5 4

サルハン　　　
（マニサ）県

サルハン（マニサ） ― ◯ ◯ ◯ ② ② ② ② ② ② ② ② ② ② ② ② ② ◯, a, k ② ② ② ② ② ◯, e
エシュメ ― ― ― ― ― ― ◯ ◯ ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

アクヒサル ― ― ― ― ― ― ― ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯
アラシェヒル ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯

デミルジ ― ― ― ― ― ― ◯ ◯ ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ◯, k
サリフリ ― ― ― ― ◯ ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯

ソマ ◯ ◯ ― ― ― ― ― ― ― ― ― ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯
クルクアーチ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ― ― ― ― ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯, a, k

カサバ ― ― ― ◯ ◯ ◯ ― ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯
クラ ― ◯ ― ― ― ◯ ◯ ― ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ― ― ― ―, k ◯, k ― ―

ギョルデス ― ― ― ― ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯, a, k ◯, a, k ◯, a
小計 1 4 3 4 6 7 7 7 6 6 7 7 7 7 7 7 9 8 8 8 8 9 8 9

メンテシェ　
（ムーラ）県

メンテシェ ◯ ― ― ― ◯ ◯ ◯ ◯ ― ― ― ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯, a ◯, a ◯, a ◯, a ◯, a
ボドルム ― ― ― ◯ ◯ ◯ ― ― ― ― ― ― ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯

キョイジェイズ ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ◯ ◯ ―
マルマリス ― ― ― ― ◯ ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

メクリ ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯
ミラース ― ― ― ◯ ― ― ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ― ― ― ― ◯

小計 1 0 0 2 3 2 2 2 1 1 1 2 3 3 3 3 4 4 4 3 3 4 4 4
合計 7 13 13 19 18 19 24 23 18 19 19 25 24 25 23 24 30 29 28 33 33 35 33 34

自治体数 29 31 32 33 34 36 37 37 37 37 37 36 38 38 38 38 40 40 40 42 42 42 42 42
雇用割合（％） 24 42 40 58 53 53 65 59 49 51 51 69 63 66 61 63 75 72 70 79 79 83 79 81

典拠：各年度のアイドゥン州年鑑を参照し、筆者作成。年度は便宜上ヒジュラ暦から西暦に換算した。行政区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　は 1908 年時。
凡例：空欄：データなし（郡の設立以前も含む）　◯：市行政医雇用あり　丸数字：2 名以上の市行政医の雇用　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　―：市行政医雇用なし　ａ: 種痘官 ｋ: 助産師 ｅ: 薬剤師 ｆ: 梅毒専門医 
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　　表 2　アイドゥン州における　 　　　　　　　　　　　　　市行政医および医系官吏雇用状況
1879 1880 1881 1882 1883 1884 1885 1886 1887 1888 1889 1891 1893 1894 1895 1896 1897 1898 1899 1901 1902 1903 1905 1908

イズミル県

イズミル ◯ ② ② ② ② ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ④ ④ ③ ② ③ ②, a, k ②, a, k, f ②, a, k, f ②, a, k, f ③, a, k ⑥, a, k ④, a, a, k
オデミシュ ― ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ― ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯

ウルラ ― ― ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ― ― ◯ ― ― ― ― ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯
バユンドゥル ― ◯ ◯ ◯ ― ― ◯ ◯ ◯ ― ― ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯

ベルガマ ◯ ― ― ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ― ― ②
ティレ ― ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯

チェシュメ ― ◯ ― ◯ ◯ ― ― ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯
セフェリヒサル ◯ ― ― ― ― ― ― ― ◯ ◯ ◯ ― ― ― ◯ ― ◯ ◯ ◯ ◯ ◯

フォチャ ― ― ― ― ― ― ― ― ― ◯ ◯ ◯ ◯ ― ◯ ◯ ― ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯
カラブルン ◯ ◯ ◯ ◯ ◯
クシャダス ◯ ― ◯ ◯ ― ◯ ― ― ― ― ◯ ― ― ― ― ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ― ―
メネメン ― ― ◯ ― ◯ ― ◯ ◯ ― ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯

ニフ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯
小計 3 5 6 9 8 5 8 8 6 7 7 10 9 8 8 8 9 11 10 13 13 12 11 12

アイドゥン県

アイドゥン ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ― ― ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯
ボズドアン ― ― ― ◯ ― ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ― ― ― ― ◯ ― ― ― ― ― ― ―

チネ ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ◯ ◯ ◯ ◯ ◯
ソケ ― ― ― ― ― ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ― ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ― ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯

カラジャス ― ― ― ◯ ◯ ◯ ◯ ◯
ナジッリ ― ◯ ◯ ― ― ◯ ◯ ― ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯

小計 1 2 2 2 1 4 4 3 4 3 2 4 3 3 3 3 3 3 3 5 5 5 5 5

デニズリ県
（1884年以降）

デニズリ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯, a, a, e
ブルダン ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ◯ ― ― ― ― ― ― ― ― ◯ ◯
チャル ◯ ◯ ― ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ― ◯ ◯ ― ◯, a ◯, a ◯, a ◯, a ◯, a ◯

サライ（サライキョイ） ― ◯ ◯ ― ― ― ― ― ― ― ― ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ―
タヴァス ― ◯ ◯ ◯ ― ― ― ― ― ― ― ― ― ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ― ◯ ◯ ◯ ― ◯

ガルビーカラアーチ ― ― ― ― ― ― ― ◯ ― ― ― ― ◯ ◯ ―
小計 1 2 2 2 1 1 3 3 1 2 2 2 2 4 2 3 5 3 3 4 4 5 5 4

サルハン　　　
（マニサ）県

サルハン（マニサ） ― ◯ ◯ ◯ ② ② ② ② ② ② ② ② ② ② ② ② ② ◯, a, k ② ② ② ② ② ◯, e
エシュメ ― ― ― ― ― ― ◯ ◯ ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

アクヒサル ― ― ― ― ― ― ― ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯
アラシェヒル ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯

デミルジ ― ― ― ― ― ― ◯ ◯ ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ◯, k
サリフリ ― ― ― ― ◯ ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯

ソマ ◯ ◯ ― ― ― ― ― ― ― ― ― ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯
クルクアーチ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ― ― ― ― ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯, a, k

カサバ ― ― ― ◯ ◯ ◯ ― ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯
クラ ― ◯ ― ― ― ◯ ◯ ― ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ― ― ― ―, k ◯, k ― ―

ギョルデス ― ― ― ― ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯, a, k ◯, a, k ◯, a
小計 1 4 3 4 6 7 7 7 6 6 7 7 7 7 7 7 9 8 8 8 8 9 8 9

メンテシェ　
（ムーラ）県

メンテシェ ◯ ― ― ― ◯ ◯ ◯ ◯ ― ― ― ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯, a ◯, a ◯, a ◯, a ◯, a
ボドルム ― ― ― ◯ ◯ ◯ ― ― ― ― ― ― ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯

キョイジェイズ ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ◯ ◯ ―
マルマリス ― ― ― ― ◯ ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

メクリ ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯
ミラース ― ― ― ◯ ― ― ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ― ― ― ― ◯

小計 1 0 0 2 3 2 2 2 1 1 1 2 3 3 3 3 4 4 4 3 3 4 4 4
合計 7 13 13 19 18 19 24 23 18 19 19 25 24 25 23 24 30 29 28 33 33 35 33 34

自治体数 29 31 32 33 34 36 37 37 37 37 37 36 38 38 38 38 40 40 40 42 42 42 42 42
雇用割合（％） 24 42 40 58 53 53 65 59 49 51 51 69 63 66 61 63 75 72 70 79 79 83 79 81

典拠：各年度のアイドゥン州年鑑を参照し、筆者作成。年度は便宜上ヒジュラ暦から西暦に換算した。行政区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　は 1908 年時。
凡例：空欄：データなし（郡の設立以前も含む）　◯：市行政医雇用あり　丸数字：2 名以上の市行政医の雇用　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　―：市行政医雇用なし　ａ: 種痘官 ｋ: 助産師 ｅ: 薬剤師 ｆ: 梅毒専門医 
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年度 第１区 第２区 計*

1879 Çapan 1

1880
Nalbandoğlu 

Nikolaki
Savriyo 2

1881
Nalbandoğlu 

Nikolaki
Savra 2

1882 Mustafa Savra 2
1883 Mustafa Savrapon 2
1884 ― Savraki 1
1885 ― Savraki 1
1886 ― Savraki 1
1887 ― Savraki 1
1888 ― Savraki 1
1889 ― Savraki 1
1891 Savra 1

1893

Fano
Edhem
Hüsnü
İsak Toledano

4

1894

Fano
Edhem 
Hüsnü 
İsak Toledano

4

1895
Fano 
Edhem  
Hüsnü  

3

1896
Edhem 
Hüsnü 

2

1897
Edhem 

2（1）Hüsnü 
Aşı Memuru Süleyman

1898

Abrulrahman 

2（4）

Edhem
Etüv Makine Memuru Arif
Aşı Memuru Süleyman
Aşı Memuru Erdaş
Kabile Olympia Papatoplu

典拠：各年度のアイドゥン州年鑑より筆者作成、年度は便宜上西暦に換算した。
*網掛け部分は市行政医以外の医系官吏、括弧内の数字はその数
種痘官（Aşı Memuru）　燻蒸消毒機作業員（Etüv Makine Memuru）　助産師（Kabile）　梅毒専門医（Frengi Tabibi）

1899

Abrulrahman 

2（4）

Edhem
Frengi Tabibi Enstaş Vasiliyadi
Etüv Makine Memuru Arif
Aşı Memuru Süleyman
Kabile Olympia Papatoplu

1901

Abrulrahman 

2（4）

Hüsnü 
Frengi Tabibi Enstaş Vasiliyadi
Etüv Makine Memuru Arif
Aşı Memuru Süleyman
Kabile Olympia Papatoplu 

1902

Abrulrahman 

3（3）

Hüsnü 
Dikran 
Etüv Makine Memuru Arif
Aşı Memuru Süleyman
Kabile Olympia Papatoplu

1903

Abrulrahman 

4（3）

Hüsnü 
Moskos
Dikran
Etüv Makine Memuru Arif
Aşı Memuru Süleyman
Kabile Olympia Papatoplu

1905

Abrulrahman

6（3）

Hüsnü 
Nikolaki
Danon
Yani Moskos
Dikran
Etüv Makine Memuru Ömer
Aşı Memuru Süleyman
Kabile Olympia Papatoplu

1908

Hüsnü 

4（4）

Abrulrahman 
Danon 
Nikolaki
Kabile Olympia
Etüv Makine Memuru Ömer
Aşı Memuru Süleyman
Aşı Memuru Celal

表 3　イズミルにおける市行政医および医系官吏雇用状況



　

近
代
オ
ス
マ
ン
帝
国
に
お
け
る
国
家
医
療
の
形
成
と
市
行
政
医

）

四
三　
（

用
さ
れ
て
い
る
。
な
お
一
八
八
三
年
四
月
ま
で
の
約
二
年
間
、
イ

ズ
ミ
ル
市
第
一
区
の
市
行
政
医
は
、
ト
ル
コ
語
で
報
告
書
を
書
け

る
医
師
が
い
な
か
っ
た
た
め
、
ム
ス
リ
ム
慈
善
病
院
長
ム
ス
タ
フ

ァ
・
エ
ン
ヴ
ェ
ル
が
兼
任
し
た
が
、
病
院
業
務
に
支
障
を
き
た
す

た
め
辞
任
し
、
以
後
第
一
区
の
市
行
政
医
職
は
空
席
と
な
っ（
た

）
39

。

雇
用
割
合
は
少
し
ず
つ
増
加
し
、
一
八
八
〇
年
代
に
は
一
〇
程
度

の
地
域
の
み
だ
っ
た
が
、
二
〇
世
紀
に
入
る
と
三
〇
以
上
で
市
行

政
医
が
雇
用
さ
れ
て
い
る
。
割
合
に
直
す
と
一
八
八
〇
年
に
四
割
、

一
八
九
〇
年
に
五
割
、
一
九
〇
〇
年
に
八
割
の
地
域
で
市
行
政
医

が
雇
用
さ
れ
て
い
た
こ
と
に
な
る
。
こ
の
数
字
は
、
近
代
医
学
教

育
を
受
け
た
医
師
が
増
え
、
免
許
を
持
た
な
い
伝
統
的
な
施
療
者

と
の
入
れ
替
わ
り
が
一
八
九
〇
年
頃
に
加
速
し
た
と
す
る
イ
リ
カ

ン
の
見
解
と
も
一
致
す（
る

）
40

。
イ
ズ
ミ
ル
や
サ
ル
ハ
ン
は
継
続
的
に

二
名
以
上
の
市
行
政
医
が
い
た
ほ
か
、
種
痘
官
や
助
産
師
、
薬
剤

師
の
雇
用
事
例
も
散
見
さ
れ
る
。
た
だ
し
四
章
で
見
る
種
痘
の
例

か
ら
も
明
ら
か
な
よ
う
に
、
非
常
勤
や
臨
時
雇
用
な
ど
に
よ
り
、

州
年
鑑
に
記
載
が
な
く
て
も
実
際
に
は
該
当
の
保
健
官
吏
が
活
動

し
て
い
た
可
能
性
は
あ
る
。
特
に
種
痘
官
は
、
自
治
体
の
種
痘
キ

ャ
ン
ペ
ー
ン
に
よ
り
一
時
的
に
雇
用
・
増
員
さ
れ
る
ケ
ー
ス
が
多

い
。
薬
剤
師
に
つ
い
て
も
後
述
の
よ
う
に
、
自
治
体
に
直
接
雇
用

さ
れ
た
薬
剤
師
が
い
な
く
て
も
、
提
携
し
た
私
立
薬
局
が
そ
の
役

割
を
果
た
し
た
場
合
も
あ
っ
た
こ
と
に
は
留
意
す
べ
き
だ
ろ
う
。

　

な
お
軍
役
を
経
て
イ
ズ
ミ
ル
・
ム
ス
リ
ム
慈
善
病
院
に
赴
任
し

た
ム
ス
タ
フ
ァ
・
エ
ン
ヴ
ェ
ル
を
例
外
と
し
て
、
イ
ズ
ミ
ル
の
市

行
政
医
は
、
赴
任
前
に
ア
イ
ド
ゥ
ン
州
内
の
別
地
域
の
市
行
政
医

職
を
経
験
し
て
い
る
こ
と
が
多
い
。
例
え
ば
タ
シ
ュ
ル
ザ
ー
デ
・

エ
ド
ヘ
ム
は
ク
シ
ャ
ダ（
ス

）
41

、
ヒ
ュ
ス
ニ（
ュ

）
42

と
ダ
ノ（
ン

）
43

は
テ
ィ
レ
、

ニ
コ
ラ
キ
は
デ
ニ
ズ（
リ

）
44

の
市
行
政
医
職
を
そ
れ
ぞ
れ
務
め
た
後
、

昇
格
し
て
イ
ズ
ミ
ル
に
任
ぜ
ら
れ
た
。

三　

都
市
の
薬
局
と
病
院 

　
　
　
―
近
代
イ
ズ
ミ
ル
に
お
け
る
医
療
の
場

１　

総
合
病
院
と
し
て
の
薬
局

　

市
行
政
医
に
よ
る
無
料
診
療
は
多
く
の
場
合
、
都
市
に
開
業
す

る
私
営
の
薬
局
で
実
施
さ
れ
た
。
そ
こ
で
本
章
で
は
、
ま
ず
近
代

オ
ス
マ
ン
都
市
に
お
け
る
薬
局
の
役
割
、
そ
し
て
次
に
慈
善
医
療

の
も
う
一
つ
の
拠
点
で
あ
っ
た
病
院
に
つ
い
て
見
て
い
く
こ
と
に

す
る
。

　

近
代
オ
ス
マ
ン
社
会
に
お
い
て
、
医
師
の
多
く
は
懇
意
の
薬
局

を
仕
事
場
と
し
て
い
た
。
こ
の
「
医
薬
協
業
」
は
、
医
師
と
薬
剤

師
双
方
が
抱
え
た
困
難
の
中
か
ら
生
ま
れ
た
協
力
関
係
で
あ
っ
た

と
医
学
史
家
ヌ
ラ
ン
・
ユ
ル
ド
ゥ
ル
ム
は
説
明
す
る
。
す
な
わ
ち
、

三
六
一　
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一
八
六
一
年
の
「
私
営
薬
剤
師
業
に
関
す
る
法
」
に
よ
り
薬
局
数

の
制
限
が
な
く
な
る
と
、
都
市
の
需
要
を
は
る
か
に
上
回
る
薬
局

が
開
業
さ
れ（
た

）
45

。
例
え
ば
イ
ス
タ
ン
ブ
ル
で
は
短
期
間
に
三
〇
〇

軒
に
ま
で
増
え
た
結
果
、
薬
局
間
の
競
争
が
過
熱
し
、
特
に
一
八

八
〇
年
代
以
降
に
薬
局
は
大
き
な
財
政
難
に
陥
っ
た
。
他
方
、
従

来
オ
ス
マ
ン
社
会
に
お
け
る
医
師
は
、
人
の
集
ま
る
市
場
や
広
場
、

あ
る
い
は
「
医
師
の
店
（hekim

 dükkanı

）」
と
呼
ば
れ
る
個

人
の
診
療
所
に
お
い
て
診
療
を
行
っ
て
い
た
。
し
か
し
近
代
に
な

る
と
、
医
師
が
開
業
す
る
に
は
家
賃
や
家
具
に
加
え
、
近
代
医
学

の
進
歩
に
応
じ
た
様
々
な
医
療
器
具
を
準
備
す
る
必
要
が
あ
り
、

多
額
の
費
用
が
必
要
と
な
っ
て
い
た
。
こ
う
し
て
顧
客
を
獲
得
し

た
い
薬
局
と
、
開
業
費
用
を
節
約
し
た
い
医
師
双
方
の
利
害
が
一

致
し
、
医
師
は
薬
局
で
診
療
を
す
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ（
る

）
46

。

　

イ
ズ
ミ
ル
に
開
業
す
る
薬
局
も
、
著
名
な
医
師
に
よ
る
診
療
を

広
告
で
宣
伝
し
て
患
者
を
呼
び
込
み
、
処
方
箋
（reçete
）
が
自

ら
の
店
に
持
ち
込
ま
れ
る
よ
う
に
努
め
た
。
軍
医
や
市
行
政
医
、

各
病
院
の
勤
務
医
の
社
会
的
地
位
や
、
パ
リ
や
ロ
ン
ド
ン
な
ど
の

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
主
要
都
市
で
医
学
を
修
め
た
経
歴
は
、
定
番
の
売

り
文
句
で
あ
っ
た
。
例
え
ば
ケ
チ
ェ
ジ
レ
ル
に
一
九
〇
三
年
に
開

業
し
た
薬
剤
師
ア
リ
ー
・
シ
ェ
レ
フ
の
ウ
ム
ー
ミ
ー
薬
局
は
、
エ

ド
ヘ
ム
（
内
科
と
性
病
）、
ヒ
ュ
ス
ニ
ュ
（
外
科
）、
シ
ェ
キ
ク

（
外
科
と
性
病
）、
ク
ー
リ
ー
（
産
科
と
外
科
）、
メ
フ
メ
ト
（
細

菌
学
者
、
梅
毒
と
淋
病
）、
ラ
シ
ト
（
外
科
）、
ヨ
シ
ロ
ン
（
外
科

と
内
科
）、
ア
ル
フ
ェ
テ
リ
ヤ
デ
ィ
（
外
科
）、
そ
し
て
助
産
師
イ

ス
タ
リ
ヤ
ニ
が
火
曜
日
の
昼
と
夕
方
に
無
料
診
療
を
行
う
と
広
告

で
宣
伝
す（
る

）
47

。
同
様
に
医
師
の
広
告
に
お
い
て
も
、
診
療
の
場
と

し
て
薬
局
が
案
内
さ
れ
た
。
例
え
ば
一
九
〇
三
年
一
〇
月
六
日
付

の
『
ア
ヘ
ン
キ
』
紙
上
に
掲
載
さ
れ
た
広
告
で
、
パ
リ
大
学
を
卒

業
し
一
〇
年
間
フ
ラ
ン
ス
病
院
に
勤
め
た
と
い
う
メ
ル
ジ
ャ
ン
・

リ
ト
シ
ヤ
ン
（
内
科
、
外
科
、
皮
膚
科
、
小
児
科
）
は
、
午
後
に

ア
ル
メ
ニ
ア
地
区
・
レ
シ
デ
ィ
エ
通
り
の
自
宅
で
診
療
を
行
う
一

方
、
朝
八
時
か
ら
九
時
ま
で
は
上
述
の
ウ
ム
ー
ミ
ー
薬
局
、
九
時

か
ら
一
〇
時
は
イ
ズ
ミ
ル
の
中
心
地
で
あ
る
コ
ナ
ッ
ク
の
オ
ス
マ

ン
薬
局
に
い
る
と
し
て
い（
る

）
48

。
同
じ
く
一
九
一
〇
年
二
月
二
六
日

付
の
『
ア
ヘ
ン
キ
』
紙
の
広
告
で
は
、
パ
リ
で
医
学
を
修
め
た
ニ

コ
ラ
キ
・
イ
コ
ノ
ミ
デ
ィ
（
産
婦
人
科
）
が
、
午
後
は
フ
ァ
ス
リ

エ
通
り
の
私
立
診
療
所
で
、
金
・
日
曜
日
以
外
の
午
前
中
は
ウ

ム
ー
ミ
ー
薬
局
で
診
療
を
行
っ
て
い
る
と
述
べ
ら
れ
て
い（
る

）
49

。

　

と
こ
ろ
で
こ
の
ウ
ム
ー
ミ
ー
薬
局
の
一
例
か
ら
も
わ
か
る
よ
う

に
、
医
学
の
専
門
分
野
は
も
と
よ
り
、
薬
局
に
は
様
々
な
バ
ッ
ク

グ
ラ
ウ
ン
ド
を
持
つ
医
師
が
出
入
り
し
て
い
た
。
薬
局
主
の
ア

リ
ー
・
シ
ェ
レ
フ
は
ム
ス
リ
ム
で
あ
り
、
薬
局
の
所
在
地
も
ハ
ト

三
六
二　
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ゥ
ニ
エ
・
ジ
ャ
ー
ミ
ー
向
か
い
の
ム
ス
リ
ム
の
多
い
地
区
だ
が
、

ア
ル
メ
ニ
ア
系
や
ギ
リ
シ
ア
系
の
医
師
や
助
産
師
も
そ
こ
を
仕
事

場
と
し
て
い
た
。
同
時
代
の
新
聞
広
告
を
見
る
限
り
、
他
の
薬
局

に
も
共
通
し
た
特
徴
で
あ（
る

）
50

。
こ
う
し
た
共
同
体
の
垣
根
を
越
え

た
医
療
の
あ
り
方
は
、
例
え
ば
ギ
リ
シ
ア
病
院
の
医
師
が
イ
ギ
リ

ス
病
院
や
ア
ル
メ
ニ
ア
、
ユ
ダ
ヤ
の
共
同
体
病
院
で
の
手
術
に
参

加
し
て
い
た
事
実
に
も
見
る
こ
と
が
で
き（
る

）
51

。

　

患
者
に
と
っ
て
多
く
の
選
択
肢
が
あ
る
こ
と
が
薬
局
の
強
み
と

す
れ
ば
、
そ
れ
を
全
面
に
打
ち
出
し
た
の
が
一
九
〇
六
年
に
ヒ
ュ

ク
ー
メ
ッ
ト
大
通
り
に
開
業
し
た
ヒ
ュ
セ
イ
ン
・
リ
フ
ァ
ト
の
シ

フ
ァ
ー
薬
局
で
あ
る
。
開
業
時
に
は
市
行
政
医
の
ヒ
ュ
ス
ニ
ュ
、

ユ
ダ
ヤ
病
院
医
イ
サ
ク
、
イ
ギ
リ
ス
病
院
医
カ
ナ
ヴ
ァ
リ
（
耳
鼻

咽
喉
科
、
外
科
）
な
ど
の
名
の
知
れ
た
医
師
が
各
々
決
ま
っ
た
曜

日
と
時
間
に
診
療
を
行
う
と
述
べ
、
開
業
を
宣
伝
し
た（
が

）
52

、
さ
ら

に
翌
一
九
〇
七
年
に
は
「
ポ
リ
ク
リ
ニ
ッ
クpoliklinik
」
を
名

乗
り
、
今
で
言
う
と
こ
ろ
の
「
セ
カ
ン
ド
オ
ピ
ニ
オ
ン
」
を
売
り

に
し
た
営
業
を
始
め
た
。

す
べ
て
の
病
人
、
あ
る
い
は
そ
の
保
護
者
は
、
何
人
か
の
医

師
の
科
学
的
知
識
の
下
で
病
人
を
治
療
さ
せ
る
こ
と
を
望
み

ま
す
。
ま
た
、
一
人
の
医
師
に
よ
る
治
療
法
か
ら
成
果
が
見

ら
れ
な
い
場
合
、
二
、
三
人
の
医
師
の
相
談
の
結
果
出
さ
れ

る
決
定
に
従
い
ま
す
。
し
か
し
、
こ
の
種
の
治
療
は
多
く
の

お
金
を
投
じ
る
こ
と
で
可
能
と
な
る
た
め
、
ほ
と
ん
ど
の
病

人
は
こ
の
例
外
的
な
奉
仕
を
受
け
ら
れ
な
い
の
で
す
。
こ
の

重
要
な
点
に
注
目
す
る
上
記
の
医
師
た
ち
に
よ
っ
て
、
ヒ
ュ

ク
ー
メ
ッ
ト
大
通
り
の
〈
シ
フ
ァ
ー
〉
薬
局
の
上
に
、
新
た

に
総
合
診
療
所
（m

uayenehane-i um
um

i

）
が
整
備
、

開
設
さ
れ
、
診
療
に
訪
れ
る
病
人
に
対
し
て
、
た
っ
た
〈
半

メ
ジ
デ
ィ
エ
〉
の
代
金
で
相
談
と
治
療
、
診
察
（konsülta-

syon ile tedavi ve m
uayene

）
が
行
わ
れ
る
こ
と
が
決

定
し
ま
し（
た

）
53

。

こ
こ
で
は
性
病
、
内
科
、
神
経
科
、
歯
科
、
外
科
、
眼
科
を
そ
れ

ぞ
れ
専
門
と
す
る
六
名
の
医
師
が
挙
げ
ら
れ
、「
た
っ
た
半
メ
ジ

デ
ィ
エ
」
の
料
金
で
す
べ
て
の
医
師
の
診
療
を
受
け
ら
れ
る
こ
と
、

月
曜
・
水
曜
・
金
曜
の
午
前
九
時
か
ら
一
一
時
の
間
、
診
療
を
行

う
こ
と
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

　

さ
ら
に
シ
フ
ァ
ー
薬
局
は
、
薬
局
内
に
化
学
検
査
室
（kim

ya-
hane

）
を
整
備
し
、
尿
検
査
実
施
と
検
査
結
果
証
の
発
行
、
血

液
中
の
赤
血
球
量
や
乳
母
の
母
乳
の
質
の
化
学
的
分
析
に
つ
い
て

も
宣
伝
し
て
い（
る

）
54

。
税
関
の
細
菌
学
者
メ
フ
メ
ト（
や

）
55

、
ギ
ュ
ル
ハ

ネ
臨
床
病
院
で
研
鑽
を
積
み
、
同
じ
く
イ
ズ
ミ
ル
税
関
に
勤
め
る

医
師
・
化
学
者
シ
ェ
ハ
ブ
・
サ
ド
ゥ
ク（
が

）
56

、
顕
微
鏡
に
よ
る
吐
瀉

三
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物
の
細
菌
検
査
や
そ
の
他
の
化
学
的
分
析
を
行
っ
た
。
こ
の
よ
う

に
一
部
の
薬
局
は
多
様
な
専
門
科
と
設
備
を
有
す
る
「
総
合
病

院
」
と
呼
び
う
る
内
実
を
備
え
、
都
市
医
療
の
重
要
拠
点
の
一
つ

と
な
っ
て
い
た
の
で
あ（
る

）
57

。

　

二
〇
世
紀
に
入
る
頃
に
は
、
近
代
的
な
医
療
器
具
と
入
院
用
ベ

ッ
ド
等
の
調
度
、
そ
し
て
看
護
人
や
用
務
員
を
擁
す
る
私
立
診
療

所
も
少
数
だ
が
現
れ
始
め（
た

）
58

。
ギ
リ
シ
ア
慈
善
病
院
近
く
に
立
地

す
る
デ
ィ
ミ
ト
リ
・
ヨ
ヴ
ァ
ノ
ヴ
ィ
ッ
チ
の
「
ク
リ
ニ
ッ
ク

（klinik

）」
で
は
、
三
人
の
常
勤
医
に
よ
る
診
療
の
ほ
か
、
必
要

に
応
じ
て
外
部
か
ら
も
専
門
医
を
呼
び
治
療
を
受
け
る
こ
と
が
で

き
た
。
地
域
外
か
ら
の
患
者
も
、
ホ
テ
ル
等
に
滞
在
す
る
必
要
な

く
、
一
メ
ジ
デ
ィ
エ
の
料
金
で
毎
日
シ
ー
ツ
が
交
換
さ
れ
る
病
床

に
寝
泊
ま
り
で
き
、
診
療
所
に
は
電
気
療
法
や
レ
ン
ト
ゲ
ン
の
機

器
、
外
科
手
術
用
の
器
具
の
ほ
か
、
消
毒
器
類
も
備
え
ら
れ
、
安

全
な
外
科
手
術
が
行
わ
れ
て
い
る
と
い（
う

）
59

。
ム
ス
タ
フ
ァ
・
エ
ン

ヴ
ェ
ル
も
ベ
イ
レ
ル
通
り
に
私
立
診
療
所
を
開
業
し
て
お
り
、
近

代
的
設
備
に
よ
っ
て
結
石
の
摘
出
や
脚
部
切
断
の
手
術
が
行
わ
れ

て
い
る
と
、『
ア
ヘ
ン
キ
』
紙
に
掲
載
さ
れ
た
患
者
か
ら
の
投
書

で
伝
え
ら
れ
て
い（
る

）
60

。

　

こ
う
し
た
私
立
診
療
所
も
な
い
わ
け
で
は
な
か
っ
た
が
、
全
体

的
に
は
医
師
た
ち
は
薬
局
を
診
療
の
場
と
し
て
利
用
し
て
い
た
と

言
っ
て
よ
い
だ
ろ
う
。
な
お
ト
ル
コ
共
和
国
建
国
後
の
一
九
二
七

年
、
薬
局
で
の
医
療
行
為
が
禁
止
さ
れ
た
。
人
口
一
万
人
以
上
の

地
域
と
い
う
条
件
が
つ
い
た
こ
と
か
ら
、
一
部
で
は
こ
の
慣
行
は

続
け
ら
れ
た
が
、
一
九
五
三
年
に
人
口
に
関
係
な
く
禁
止
さ
れ
る

こ
と
に
な
っ（
た

）
61

。

２　

慈
善
医
療
の
場
と
し
て
の
病
院

　

イ
ズ
ミ
ル
や
そ
の
周
辺
地
域
に
住
む
、
特
に
貧
し
い
病
人
が
安

価
で
医
療
に
ア
ク
セ
ス
す
る
手
段
と
し
て
、
各
共
同
体
の
慈
善
病

院
、
市
行
政
医
の
診
察
を
受
け
る
こ
と
、
そ
し
て
開
業
医
が
特
定

の
日
時
に
行
う
無
料
診
療
の
利
用
が
挙
げ
ら
れ
る
。
も
ち
ろ
ん

「
非
正
規
」
の
医
者
を
受
診
し
た
り
、
自
己
治
療
や
様
々
な
民
間

療
法
を
試
し
た
り
、「
医
師
の
良
心
」
を
あ
て
に
す
る
な
ど
、
他

に
も
様
々
な
可
能
性
が
あ
っ
た
こ
と
は
重
要
だ
が
、
こ
れ
ら
は
ひ

と
ま
ず
措
き
、
こ
こ
で
は
市
行
政
医
に
よ
る
無
料
診
療
と
並
ん
で
、

イ
ズ
ミ
ル
に
お
け
る
慈
善
的
医
療
の
中
心
で
あ
っ
た
病
院
に
つ
い

て
論
ず
る
。

　

イ
ズ
ミ
ル
に
は
ム
ス
リ
ム
、
ギ
リ
シ
ア
正
教
徒
、
ア
ル
メ
ニ
ア

教
徒
、
ユ
ダ
ヤ
教
徒
、
カ
ト
リ
ッ
ク
教
徒
な
ど
の
宗
教
共
同
体
が

慈
善
的
性
格
を
持
っ
た
病
院
を
各
々
有
し
て
い
た
。
そ
の
運
営
費

は
篤
志
家
の
寄
付
や
不
動
産
の
運
営
、
様
々
な
チ
ャ
リ
テ
ィ
イ
ベ
ン

三
六
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ト
な
ど
で
賄
わ
れ
、
病
人
の
治
療
と
薬
の
提
供
が
行
わ
れ
て
い（
た

）
62

。

中
で
も
古
い
歴
史
を
持
つ
の
が
、
ム
ス
リ
ム
と
同
程
度
の
人
口
を

有
し
た
ギ
リ
シ
ア
正
教
徒
共
同
体
の
病
院
（Rum

 Gureba H
as-

tanesi/ A
gios H

aralam
bos H

ospital

）
で
あ
る
。
そ
の
設
立

を
一
八
世
紀
半
ば
ま
で
遡
る
ギ
リ
シ
ア
慈
善
病
院
は
、
二
〇
世
紀

初
頭
に
は
新
た
な
診
療
科
の
追
加
や
病
床
の
拡
大
、
様
々
な
近
代

設
備
の
充
実
を
図
り
、
同
様
に
拡
張
の
進
ん
だ
ム
ス
リ
ム
慈
善
病

院
と
並
ん
で
イ
ズ
ミ
ル
を
代
表
す
る
病
院
で
あ
っ（
た

）
63

。
例
え
ば
一

三
二
〇
年
（
一
九
〇
四
年
）
の
統
計
を
比
較
す
る
と
、
ギ
リ
シ
ア

慈
善
病
院
で
は
年
間
の
べ
約
二
四
〇
〇（
人

）
64

、
他
方
ム
ス
リ
ム
慈
善

病
院
で
は
の
べ
五
五
七
七
人
の
患
者
が
入
院
治
療
を
受
け（
た

）
65

。
患

者
数
の
上
で
は
ム
ス
リ
ム
慈
善
病
院
が
倍
以
上
多
い
が
、
他
方
で

病
院
の
収
入
は
ギ
リ
シ
ア
慈
善
病
院
が
年
間
一
万
リ
ラ
以
上
に
上

る
の
に
対
し
、
ム
ス
リ
ム
慈
善
病
院
は
そ
の
半
分
程
度
で
あ
っ（
た

）
66

。

収
入
の
大
部
分
が
篤
志
家
の
寄
付
で
賄
わ
れ
た
と
い
う
前
提
に
立

て
ば
、
こ
の
差
は
商
業
的
に
成
功
し
て
い
た
ギ
リ
シ
ア
正
教
住
民

と
ム
ス
リ
ム
住
民
の
経
済
力
の
差
を
そ
の
ま
ま
反
映
し
た
と
見
る

こ
と
も
で
き
る
だ
ろ
う
。

　

イ
ズ
ミ
ル
・
ム
ス
リ
ム
慈
善
病
院
は
一
八
五
一
年
に
エ
ミ
ン
・

ム
フ
リ
ス
・
パ
シ
ャ
と
地
域
の
篤
志
家
ら
に
よ
っ
て
設
立
さ
れ
た
。

患
者
は
ム
ス
リ
ム
に
限
ら
れ
ず
、
ま
た
ム
ス
タ
フ
ァ
・
エ
ン
ヴ
ェ

ル
が
赴
任
す
る
前
は
医
師
も
ギ
リ
シ
ア
正
教
徒
だ
っ（
た

）
67

。
運
営
費

は
篤
志
家
か
ら
の
寄
付
と
不
動
産
か
ら
の
収
益
、
毎
年
の
ス
ル
タ

ン
か
ら
の
サ
ダ
カ
（
喜
捨
）
を
基
本
と
し
、
一
八
九
〇
年
代
か
ら

の
拡
張
工
事
の
た
め
追
加
予
算
が
必
要
と
な
っ
た
際
に
は
、
ハ
ミ

デ
ィ
エ
工
業
学
校
振
興
宝
く
じ
の
収
益
の
三
割
が
、
工
事
費
に
充

て
ら
れ（
た

）
68

。
病
院
に
は
薬
局
も
あ
り
、
基
本
的
に
患
者
は
無
料
で

診
療
を
受
け
、
薬
を
受
け
取
っ
た
。

　

二
〇
世
紀
初
頭
の
病
院
の
統
計
を
見
る
と
、
年
間
お
よ
そ
六
〜

七
千
人
程
度
の
入
院
患
者
と
、
二
万
人
程
度
の
外
来
患
者
を
診
療

し
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
（
表
４
）。
例
え
ば
カ
サ
バ
（
ト
ゥ
ル
グ

ト
ル
）
の
慈
善
病
院
が
年
間
三
六
七
人
（
一
九
〇
四（
年

）
69

）、
ア
イ

ド
ゥ
ン
の
慈
善
病
院
が
七
ヶ
月
間
に
二
一
八
人
（
一
九
〇
四（
年

）
70

）

の
入
院
患
者
を
診
療
し
た
と
い
う
数
字
を
見
れ
ば
、
イ
ズ
ミ
ル
の

慈
善
病
院
が
地
域
の
中
で
も
別
格
の
規
模
を
有
し
た
こ
と
が
わ
か

る
だ
ろ
う
。
実
際
、、
近
隣
地
域
の
病
人
が
治
療
に
よ
る
改
善
が

見
ら
れ
ず
、
よ
り
医
療
環
境
の
整
っ
た
イ
ズ
ミ
ル
に
来
る
例
は
少

な
く
な
か
っ
た
。
例
え
ば
カ
サ
バ
慈
善
病
院
の
入
院
患
者
三
六
七

人
の
う
ち
一
八
人
が
さ
ら
な
る
治
療
の
た
め
に
イ
ズ
ミ
ル
に
移
さ

れ（
た

）
71

。
世
紀
転
換
期
は
ム
ス
リ
ム
慈
善
病
院
の
拡
大
の
時
期
で
あ

り
、
二
〇
世
紀
初
頭
に
完
了
し
た
増
築
の
結（
果

）
72

、
一
九
〇
三
年
か

ら
一
九
〇
八
年
の
間
に
入
院
患
者
の
数
は
二
千
人
弱
増
加
し
た
。

三
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そ
れ
で
も
な
お
、
都
市
の
拡
大
と
人
口
増
に
よ
る
医
療
需
要
の

増
加
に
応
え
る
に
は
困
難
も
伴
っ
た
。
一
九
〇
一
年
、
ム
ス
リ
ム

慈
善
病
院
の
運
営
委
員
会
は
、
外
来
診
療
を
男
性
二
日
、
女
性
二

日
の
計
週
四
日
間
に
制
限
す
る
と
決
定
し
た
。
委
員
会
に
よ
れ
ば

一
日
の
外
来
患
者
の
数
が
二
〇
〇
〜
二
五
〇
人
と
相
当
な
数
と
な

り
、
病
院
医
療
の
提
供
に
支
障
が
出
て
い
た
の
で
あ（
る

）
73

。
一
九
〇

七
年
に
は
受
診
者
が
さ
ら
に
増
加
す
る
中
で
、
病
院
経
営
の
健
全

化
の
た
め
診
療
費
を
取
る
と
決
定
さ
れ
た
。
貧
民
は
従
来
通
り
無

料
と
し
、
通
常
半
メ
ジ
デ
ィ
エ
、
財
力
の
あ
る
患
者
か
ら
は
一
メ

ジ
デ
ィ
エ
の
診
療
費
を
取
る
と
決
定
し（
た

）
74

。
と
は
い
え
、
誰
が

「
貧
民
」
で
誰
が
そ
う
で
な
い
か
は
、
必
ず
し
も
自
明
で
は
な
い
。

そ
こ
で
一
九
〇
八
年
に
は
貧
困
状
態
を
証
明
す
る
書
面
の
提
出
を

求
め
る
こ
と
に
な
っ
た
。
病
院
か
ら
の
説
明
に
よ
れ
ば
、
患
者
の

貧
困
状
態
に
つ
い
て
、
居
住
地
の
自
治
体
か
、
そ
れ
が
な
い
郷
村

で
は
長
老
会
（heyet-i ihtiyariye

）
に
よ
る
書
面
で
の
証
明
が

な
い
限
り
、
無
料
診
療
の
対
象
と
な
ら
な
い
と
さ
れ（
た

）
75

。
次
章
で

見
る
よ
う
に
、
同
様
の
方
針
は
市
行
政
医
に
よ
る
無
料
診
療
で
も

取
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。

　

本
章
で
は
、
世
紀
転
換
期
に
お
け
る
イ
ズ
ミ
ル
の
薬
局
と
病
院

に
つ
い
て
そ
れ
ぞ
れ
検
討
し
て
き
た
。
薬
局
は
医
師
の
診
療
所
と

し
て
、
実
質
的
に
社
会
の
中
で
の
医
療
の
中
心
と
な
り
、
様
々
な

三
六
六　

表 4　イズミル・ムスリム慈善病院患者数（1319～1324）

年度 入院 回復 死亡 翌年へ 外来 典拠

1319
（1903）

5,551 4,649 686 ― 20,099 Ahenk, 2327
（19 Mar. 1904/6 III 1320）, p. 3.

1320
（1904）

5,577 4,587 645 348 17,799 Ahenk, 2633
（21 Mar. 1905/8 III 1321）, p. 2.

1321
（1905）

6,452 5,563 744 267 20,738（その他） Ahenk, 2936
（18 Mar. 1906/5 III 1322）, p. 2.14,375（怪我）

 5,040（眼病）

 3,579（耳鼻咽喉）

1324
（1908）

7,375 6,211 763 274 ― Ahenk, 3862
（28 Mar. 1909/15 III 1325）, p. 3.

（男性） 5,915

（女性） 1,460
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診
療
科
と
設
備
を
兼
ね
備
え
た
総
合
病
院
の
様
相
を
呈
す
る
も
の

も
現
れ
て
い
た
。
病
院
は
、
慈
善
医
療
の
場
と
し
て
機
能
し
、
増

大
す
る
需
要
に
応
え
る
た
め
に
改
築
も
行
わ
れ
た
が
、
そ
れ
故
に

対
象
と
な
る
患
者
が
限
定
さ
れ
、
診
療
費
も
取
る
よ
う
に
な
っ
た
。

こ
う
し
た
医
療
環
境
の
中
で
、
市
行
政
医
は
ど
の
よ
う
な
役
割
を

都
市
で
果
た
し
て
い
た
の
か
。
次
章
で
は
市
行
政
医
に
つ
い
て
三

つ
の
職
務
に
焦
点
を
当
て
て
論
じ
る
。

四　

市
行
政
医
の
職
務

１　

地
方
社
会
に
お
け
る
公
的
医
療
の
充
実 

　
　
　
―
市
行
政
医
に
よ
る
無
料
診
療

　

二
章
で
述
べ
た
よ
う
に
、
時
代
が
下
る
に
つ
れ
て
市
行
政
医
の

役
割
は
多
様
化
し
、
地
域
の
公
衆
衛
生
全
般
を
管
理
し
、
病
気
の

予
防
に
努
め
る
医
務
官
と
し
て
の
性
格
を
強
め
た
が
、
近
代
医
学

に
基
づ
く
公
的
医
療
体
制
の
普
及
、
特
に
貧
民
へ
の
無
料
診
療
が

主
要
な
役
割
の
一
つ
で
あ
っ
た
こ
と
に
変
わ
り
は
な
い
。
ム
ス
タ

フ
ァ
・
エ
ン
ヴ
ェ
ル
は
、
イ
ズ
ミ
ル
に
市
行
政
医
が
一
人
し
か
い

な
か
っ
た
当
時
、
産
褥
熱
へ
の
対
策
指
南
の
中
で
こ
の
よ
う
に
述

べ
る
。妊

産
婦
を
病
院
へ
つ
れ
て
い
け
ず
、（
家
に
）
医
者
を
呼
ん

だ
ら
、
こ
の
家
主
は
医
者
の
費
用
（tabib ücreti

）
と
薬

代
（ilaç para

）
と
し
て
最
低
で
も
一
〜
二
メ
ジ
デ
ィ
エ
を

支
払
わ
ざ
る
を
え
な
い
。
し
か
し
、
か
く
も
繊
細
で
注
意
を

要
す
る
疾
患
の
た
め
の
医
者
の
診
察
、
用
意
さ
れ
る
薬
は
一

度
で
は
足
り
ず
、
少
な
く
と
も
一
週
間
か
ら
一
〇
日
、
ほ
と

ん
ど
の
場
合
一
日
二
回
の
医
師
の
訪
問
、
訪
問
毎
に
医
師
と

薬
に
対
し
て
多
く
の
お
金
（bir çok akçe

）
が
必
要
で
あ

り
、
貧
し
い
家
庭
は
ど
こ
も
こ
の
過
度
な
負
担
を
賄
う
こ
と

が
で
き
な
い
の
で
あ（
る

）
76

。

そ
し
て
彼
が
続
け
て
言
う
に
は
、「
医
師
の
美
徳
と
し
て

（hasebi olarak

）」
可
能
な
限
り
無
償
で
の
診
療
が
求
め
ら
れ
る

一
方
で
、
そ
れ
は
強
制
で
き
ず
、
現
状
で
は
医
師
の
「
慈
悲
心
と

寛
大
さ
（ham

iyet ve m
ürüvvet

）」
に
依
存
し
て
い
る
。
そ

の
上
一
度
な
ら
ず
二
度
三
度
と
遠
方
か
ら
の
呼
び
出
し
に
無
償
で

応
じ
ら
れ
ず
、
ま
た
い
ず
れ
に
せ
よ
、
薬
は
薬
局
で
購
入
せ
ね
ば

な
ら
な
い
。
そ
こ
で
自
治
体
に
よ
る
医
師
の
雇
用
が
、
貧
し
い
病

人
を
救
う
唯
一
の
手
段
だ
と
エ
ン
ヴ
ェ
ル
は
主
張
す
る
の
で
あ
る
。

市
行
政
医
に
よ
る
公
的
医
療
の
拡
充
は
、
貧
富
を
問
わ
な
い
医
療

へ
の
ア
ク
セ
ス
の
向
上
、
そ
れ
に
よ
る
地
域
住
民
の
健
康
の
保
護
、

さ
ら
に
公
衆
衛
生
の
観
点
か
ら
は
、
感
染
症
の
早
期
発
見
に
も
つ

な
が
る
。
こ
の
市
行
政
医
に
よ
る
無
料
診
療
は
ど
の
よ
う
な
仕
組

み
で
な
さ
れ
た
の
だ
ろ
う
か
。

三
六
七　



史
　
　
　
学

　
第
九
〇
巻

　
第
四
号

）

五
〇　
（

　

寄
付
を
主
な
財
源
と
し
た
病
院
と
異
な
り
、
市
行
政
医
の
診
療

は
自
治
体
予
算
が
財
源
と
な
っ
て
い
た
。
一
八
七
一
年
の
「
医
事

法
」
は
、
貧
民
以
外
が
自
宅
に
市
行
政
医
を
呼
び
治
療
を
受
け
た

場
合
診
療
費
が
支
払
わ
れ
る
が
、
週
二
回
決
ま
っ
た
場
所
で
行
わ

れ
る
無
料
診
療
で
は
貧
富
関
係
な
く
診
療
費
を
受
け
取
ら
な
い
と

定
め
て
い（
る

）
77

。
一
九
〇
九
年
の
『
職
務
』
の
中
で
は
、
名
士
や
役

人
の
無
料
診
療
は
義
務
で
は
な
く
強
制
さ
れ
な
い
と
明
記
さ
れ
た

が
、
無
料
で
貧
民
を
診
療
す
る
こ
と
は
「
人
道
的
、
法
的
な
義
務

（insaniyetten ve kanunen vazifedar

）」
と
さ
れ
て
い（
る

）
78

。

　

患
者
の
側
か
ら
見
て
、
市
行
政
医
の
無
料
診
療
の
利
点
は
、
診

療
費
だ
け
で
な
く
、
処
方
さ
れ
る
薬
も
無
料
と
い
う
点
に
あ
っ
た
。

と
い
う
の
も
医
師
や
薬
局
の
広
告
か
ら
も
わ
か
る
よ
う
に
、
開
業

医
た
ち
は
特
定
の
日
時
に
貧
民
の
無
料
診
療
を
行
う
こ
と
が
慣
例

だ
っ
た
が
、
処
方
さ
れ
る
薬
は
無
料
で
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。
例

え
ば
一
九
世
紀
の
終
わ
り
、『
ア
ヘ
ン
キ
』
紙
記
者
の
知
人
の
某

氏
が
ア
ス
マ
ル
・
メ
ス
ジ
ド
付
近
の
薬
局
で
診
察
を
受
け
た
際
、

診
療
費
が
い
く
ら
か
聞
い
た
と
こ
ろ
、
公
共
の
福
祉
へ
の
奉
仕

（m
enfaat-i um

um
iyeye hizm

et

）
の
た
め
薬
局
で
は
診
療
費

を
取
ら
な
い
と
返
事
を
受
け
た
。
こ
れ
に
気
を
良
く
し
た
某
氏
は
、

今
度
は
薬
の
値
段
を
尋
ね
る
と
、
二
八
ク
ル
シ
ュ
と
告
げ
ら
れ
、

そ
の
法
外
の
価
格
に
驚
き
、
買
わ
ず
に
店
を
出
た
。
結
局
よ
そ
の

薬
局
に
処
方
箋
を
持
っ
て
い
き
、
同
じ
も
の
を
五
ク
ル
シ
ュ
で
購

入
し
た
。
こ
の
話
を
聞
い
た
『
ア
ヘ
ン
キ
』
紙
は
、
以
下
の
よ
う

に
非
難
し
て
い
る
。

薬
局
に
い
る
医
師
た
ち
は
無
料
で
貧
民
を
診
療
し
、
薬
の
代

金
の
み
受
け
取
り
、
他
に
何
も
望
ま
な
い
と
様
々
な
手
段
で

喧
伝
し
て
い
ま
す
が
、
行
動
は
こ
れ
に
反
し
て
い
ま
す
。
確

か
に
診
療
費
（vizite ücreti

）
は
取
り
ま
せ
ん
が
、
五
ク

ル
シ
ュ
の
瓶
入
り
薬
を
三
〇
ク
ル
シ
ュ
で
売
る
こ
と
を
躊
躇

わ
な
い
の
で（
す

）
79

。

　

自
治
体
に
よ
る
無
償
で
の
薬
剤
提
供
の
ル
ー
ル
は
、
二
〇
世
紀

初
頭
の
通
達
（talim

at

）
で
以
下
の
よ
う
に
定
め
ら
れ
た
。
一

三
二
三
（
一
九
〇
七
）
年
の
通
達
で
は
、
市
当
局
に
よ
る
無
料
で

の
薬
剤
提
供
は
貧
民
に
限
ら
れ
る
こ
と
（
第
一
条
）、
医
師
は
医

学
的
に
同
じ
薬
効
で
あ
れ
ば
、
よ
り
安
価
な
薬
を
選
択
す
る
こ
と

（
第
三
条
）、
緊
急
時
を
除
き
、
無
料
で
の
薬
剤
提
供
の
際
に
は
、

街
区
の
イ
マ
ー
ム
や
ム
フ
タ
ル
、
ハ
ー
ン
や
単
身
者
住
宅
の
管
理

人
（odabaşılar

）
に
よ
る
貧
困
の
証
明
書
（ilm

ühaberler

）

が
必
要
で
あ
る
こ
と
（
第
四
条
）、
毎
月
末
に
薬
剤
の
価
格
や
調

剤
費
を
記
し
た
台
帳
が
請
願
書
（istidanam

e

）
を
付
し
て
市
当

局
に
提
出
さ
れ
、
市
衛
生
委
員
会
（devair heyat-ı sıhhi-

yesi

）
に
よ
っ
て
価
格
の
妥
当
性
が
調
査
さ
れ
る
こ
と
（
第
六

三
六
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条
）、
そ
こ
で
調
査
さ
れ
た
も
の
が
さ
ら
に
市
当
局
か
ら
国
に
提

出
、
衛
生
委
員
会
（H

ıfzıssıhha K
om

isyonu

）
に
よ
る
調
査

を
経
て
、
支
払
い
が
許
可
さ
れ
る
こ
と
（
第
七
条
）
な
ど
が
定
め

ら
れ（
た

）
80

。
一
九
一
三
年
の
別
の
通
達
で
は
、
処
方
箋
の
価
格
が
最

大
で
も
三
ク
ル
シ
ュ
を
越
え
な
い
よ
う
に
し
、
既
製
薬
は
与
え
ら

れ
な
い
こ
と
（
第
三
条
）
な（
ど

）
81

、
よ
り
具
体
的
な
条
件
が
盛
り
込

ま
れ
て
い
る
ほ
か
、
処
方
箋
と
価
格
の
妥
当
性
の
確
認
に
つ
い
て

は
、
国
の
当
局
に
よ
る
調
査
お
よ
び
許
可
を
定
め
た
文
言
が
見
ら

れ
ず
、
市
の
主
任
医
師
に
よ
る
調
査
・
承
認
を
経
た
後
支
払
い
と

簡
素
化
さ
れ
て
い
る
（
第
四（
条

）
82

）。

　

他
の
地
域
の
事
例
で
は
、
一
八
四
五
年
か
ら
の
五
〇
年
間
、
イ

ス
タ
ン
ブ
ル
の
救
急
医
療
を
支
え
た
「
当
直
地
区
／
薬
局

（N
öbet M

ahalleri/N
öbet Eczaneleri

）」
が
先
駆
的
事
例
と

し
て
重
要
だ
ろ
う
。
こ
れ
は
イ
ス
タ
ン
ブ
ル
の
各
地
区
（
バ
ヤ
ジ

ッ
ト
、
エ
ユ
ッ
プ
、
ウ
ス
キ
ュ
ダ
ル
、
フ
ン
ド
ゥ
ク
ル
、
ト
プ
カ

プ
）
に
あ
る
薬
局
か
ら
各
々
一
つ
を
指
定（
し

）
83

、
そ
こ
に
公
費
で
医

師
を
雇
い
、
二
四
時
間
営
業
さ
せ
地
域
の
医
療
需
要
を
支
え
る
制

度
で
あ
る
。
医
師
の
給
与
と
薬
代
は
国
庫
か
ら
、
末
期
に
は
自
治

体
に
よ
っ
て
支
払
わ
れ
た
。
薬
は
ス
ル
タ
ン
の
サ
ダ
カ
と
し
て
無

料
で
提
供
さ
れ
、
当
直
薬
局
の
帳
簿
に
記
録
さ
れ
た
薬
代
は
、
所

定
の
金
額
内
で
後
か
ら
支
払
わ
れ
た
。
一
八
七
〇
年
、
バ
ヤ
ジ
ッ

ト
の
当
直
薬
局
に
は
月
々
一
二
〇
〇
ク
ル
シ
ュ
、
そ
の
他
に
は
二

〇
〇
ク
ル
シ
ュ
の
薬
代
が
割
り
当
て
ら
れ
て
い
た
。
こ
の
よ
う
に

一
八
九
五
年
ま
で
続
い
た
イ
ス
タ
ン
ブ
ル
の
当
直
薬
局
制
度
は
、

予
め
市
内
各
地
区
の
薬
局
を
定
め
、
そ
こ
に
公
費
で
医
師
を
配
置

し
、
薬
の
代
金
は
帳
簿
に
基
づ
き
後
か
ら
支
払
わ
れ
る
仕
組
み
で

あ
っ（
た

）
84

。

　

市
行
政
医
に
よ
る
公
的
医
療
の
枠
組
み
を
定
め
た
「
医
事
法
」

の
第
三
条
で（
は

）
85

、
自
治
体
に
よ
る
公
営
の
薬
局
の
開
設
と
、
安
価

な
い
し
は
無
料
で
の
薬
の
提
供
が
想
定
さ
れ
て
い
る
。
実
際
に
ア

イ
ド
ゥ
ン
州
内
で
も
デ
ニ
ズ
リ
や
サ
ル
ハ
ン
で
は
自
治
体
に
よ
る

薬
剤
師
の
雇
用
が
州
年
鑑
か
ら
確
認
で
き
る
ほ
か
、
一
九
〇
五
年

に
メ
ネ
メ
ン
で
も
市
営
薬
局
が
開
設
さ
れ
て
い（
る

）
86

。
だ
が
市
営
薬

局
が
存
在
し
た
地
域
は
少
数
で
あ
り
、
そ
の
必
要
性
は
認
識
さ
れ

つ
つ
も
、
イ
ズ
ミ
ル
で
も
市
営
薬
局
は
開
設
さ
れ
て
い
な
い
。

　

メ
ン
テ
シ
ェ
（
ム
ー
ラ
）
で
は
、
私
立
薬
局
を
開
業
し
て
い
た

薬
剤
師
メ
フ
メ
ト
・
サ
ー
リ
フ
を
一
九
〇
五
年
に
自
治
体
で
雇
用

し
、
市
営
薬
局
が
開
設
す
る
ま
で
の
間
、
私
立
薬
局
が
調
達
す
る

薬
剤
を
市
名
義
で
購
入
す
る
と
い
う
手
段
が
取
ら
れ
て
い（
る

）
87

。
ベ

イ
ル
ー
ト
の
自
治
体
は
一
八
八
〇
年
頃
か
ら
市
内
中
心
部
、
現
在

の
殉
教
者
広
場
に
居
を
構
え
る
薬
局
と
提
携
関
係
に
あ
っ
た
。
薬

局
は
貧
し
い
患
者
に
対
し
て
無
料
で
薬
を
提
供
し
、
そ
の
費
用
を

三
六
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後
か
ら
自
治
体
に
請
求
し
て
い
た
。
一
八
九
二
年
に
ベ
イ
ル
ー
ト

の
市
行
政
医
が
こ
の
や
り
方
で
は
コ
ス
ト
が
掛
か
り
す
ぎ
る
と
し

て
、
市
営
の
薬
局
の
設
立
を
要
請
し
た
結
果
、
ア
ル
ス
ー
ル
広
場

に
市
営
薬
局
が
開
業
し
た
。
一
八
九
三
年
に
こ
の
薬
局
が
一
四
九

三
回
に
わ
た
っ
て
無
料
で
薬
を
調
合
し
た
こ
と
を
市
行
政
医
が
ベ

イ
ル
ー
ト
の
新
聞
で
報
告
し
て
い（
る

）
88

。

　

確
か
に
イ
ズ
ミ
ル
に
も
、
当
局
と
関
係
の
深
い
薬
局
は
存
在
し

た
。
例
え
ば
市
行
政
医
の
無
料
診
療
が
日
時
と
場
所
を
指
定
し
て

新
聞
で
公
示
さ
れ
る
場
合
、
地
域
の
薬
局
が
申
し
込
み
場
所
や
診

療
場
所
と
し
て
利
用
さ
れ
る
こ
と
が
多
か
っ
た
。
一
八
九
一
年
に

「
一
部
の
貧
民
は
病
気
に
罹
っ
て
も
、
訪
問
診
察
代
を
払
う
経
済

的
な
余
裕
が
な
い
た
め
に
医
者
に
診
せ
ら
れ
ず
、
病
状
が
ひ
ど
く

悪
化
し
て
い
る
」
こ
と
か
ら
、
医
師
に
よ
る
戸
別
訪
問
お
よ
び
薬

局
で
の
診
療
が
周
知
さ
れ
た
。
そ
れ
に
よ
る
と
、
自
ら
薬
局
に
足

を
運
ぶ
こ
と
が
で
き
な
い
患
者
に
は
訪
問
診
療
を
行
い
、
そ
れ
以

外
は
ケ
メ
ラ
ル
ト
ゥ
、
バ
ス
マ
ネ
、
ウ
チ
ュ
ヨ
ラ
ズ
の
市
内
三
箇

所
の
薬
局
に
そ
れ
ぞ
れ
市
行
政
医
フ
ァ
ノ
、
イ
サ
ク
・
ト
レ
ダ
ノ
、

ナ
ル
バ
ン
ド
オ
ー
ル
・
ニ
コ
ラ
キ
を
配
し
、
火
曜
・
木
曜
・
土
曜

の
正
午
か
ら
二
時
ま
で
、
無
料
診
療
が
行
わ
れ
た
。
ま
た
、
フ
ァ

ノ
の
居
住
地
で
あ
る
カ
ル
シ
ュ
ヤ
カ
の
ヴ
ァ
レ
リ
薬
局
で
も
、
朝

に
無
料
診
療
を
受
け
る
こ
と
が
で
き（
た

）
89

。
こ
う
し
て
市
街
中
心
部

の
ケ
メ
ラ
ル
ト
ゥ
、
東
部
の
バ
ス
マ
ネ
駅
周
辺
、
南
部
の
ウ
チ
ュ

ヨ
ラ
ズ
、
北
部
対
岸
の
カ
ル
シ
ュ
ヤ
カ
に
そ
れ
ぞ
れ
拠
点
と
な
る

薬
局
が
指
定
さ
れ
、
無
料
診
療
が
行
わ
れ
た
。

　

こ
の
う
ち
ケ
メ
ラ
ル
ト
ゥ
の
会
場
で
あ
る
オ
ス
マ
ン
薬
局
（Ec-

zane-i O
sm

aniye

）
の
薬
剤
師
パ
ナ
ヨ
ッ
ト
は
、
一
八
九
二
年

に
「
州
の
公
衆
衛
生
の
状
態
を
調
査
し
、
必
要
な
改
善
を
実
施
す

る
た
め
」
に
、
州
知
事
の
指
示
に
よ
り
市
役
所
で
開
催
さ
れ
た
衛

生
議
会
（M

eclis-i Sıhhiye

）
に
名
を
連
ね
て
い（
る

）
90

。
一
八
九
三

年
の
コ
レ
ラ
流
行
の
際
に
は
、
自
治
体
に
五
〇
〇
オ
ッ
カ
分
の
石

炭
酸
を
無
償
で
提
供
し
た
ほ
か
、
薬
局
を
訪
れ
た
貧
民
に
対
し
二

五
〇
〇
件
分
の
薬
を
無
償
提
供
し（
た

）
91

。
ま
た
イ
ス
タ
ン
ブ
ル
の
当

直
薬
局
と
同
様
に
、
市
営
薬
局
に
求
め
ら
れ
る
機
能
の
一
つ
に
深

夜
の
営
業
が
あ
る
。
深
夜
営
業
の
薬
局
が
な
い
こ
と
が
イ
ズ
ミ
ル

で
も
問
題
と
な
っ
た
際
に
、
市
内
三
つ
の
薬
局
に
よ
る
月
単
位
の

輪
番
で
の
深
夜
営
業
が
州
知
事
の
命
に
よ
り
決
め
ら
れ
た
。
オ
ス

マ
ン
薬
局
が
最
初
の
一
ヶ
月
の
当
直
営
業
を
担
当
、
薬
局
の
入
り

口
に
「
夜
間
営
業
中
（geceleri açıktır

）」
の
張
り
紙
を
し
て

営
業
し（
た

）
92

。

　

こ
の
よ
う
に
市
営
薬
局
の
な
い
イ
ズ
ミ
ル
で
は
、
市
行
政
医
に

よ
る
無
料
診
療
は
、
オ
ス
マ
ン
薬
局
の
よ
う
な
当
局
と
関
係
の
深

い
私
立
薬
局
と
の
提
携
で
行
わ
れ
た
。
貧
し
い
患
者
に
は
薬
も
無

三
七
〇　
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料
で
提
供
さ
れ
た
が
、
二
〇
世
紀
初
頭
の
国
か
ら
の
通
達
や
他
地

域
の
事
例
を
参
照
す
る
限
り
、
こ
れ
は
事
後
薬
局
か
ら
請
求
さ
れ
、

自
治
体
予
算
か
ら
支
払
わ
れ
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。
し
か
し
病
院

が
そ
う
で
あ
っ
た
よ
う
に
、
公
的
医
療
へ
の
需
要
が
増
す
中
で
、

自
治
体
に
よ
る
無
料
で
の
薬
の
提
供
に
も
貧
困
証
明
が
求
め
ら
れ

る
よ
う
に
な
っ
た
。
こ
れ
が
上
述
の
一
九
〇
七
年
の
通
達
を
踏
襲

し
た
も
の
か
は
不
明
だ
が
、
一
九
〇
九
年
に
自
治
体
か
ら
以
下
の

公
示
が
出
さ
れ
た
。

市
行
政
医
に
よ
っ
て
診
療
さ
れ
る
病
人
は
、
処
方
箋
に
基
づ

い
て
薬
を
市
に
無
料
で
要
求
し
て
い
る
が
、
中
に
は
市
の
こ

の
よ
う
な
支
援
が
必
要
な
い
ほ
ど
に
財
力
を
有
す
る
者
が
い

る
。
し
か
し
財
力
の
な
い
者
た
ち
を
当
局
が
区
別
す
る
こ
と

は
不
可
能
で
あ
る
た
め
、
以
後
、
市
か
ら
無
料
で
薬
を
受
け

取
り
た
い
者
は
、
貧
困
状
態
を
示
す
地
区
か
ら
の
一
葉
の
証

書
の
提
示
（bir kıta şahadetnam

e ibraz etm
eleri

）

が
必
要
で
あ
る
と
周
知
さ
れ
る
よ
う
公
示
す（
る

）
93

。

　

医
療
へ
の
需
要
が
人
員
と
財
源
を
大
き
く
上
回
っ
た
こ
と
は
、

市
行
政
医
に
よ
る
無
料
診
療
の
取
り
組
み
が
、
感
染
症
の
早
期
発

見
の
み
な
ら
ず
、
人
々
の
健
康
意
識
の
向
上
や
受
診
の
閾
値
の
低

下
に
一
定
の
寄
与
を
し
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
他
方
で
人
々
が

市
行
政
医
を
活
用
し
積
極
的
に
受
診
す
る
よ
う
に
な
る
と
、
慈
善

病
院
で
も
そ
う
で
あ
っ
た
よ
う
に
、
無
料
で
の
薬
剤
の
提
供
は
貧

民
に
の
み
と
さ
れ
る
な
ど
、
限
ら
れ
た
財
源
の
中
で
の
公
的
医
療

制
度
の
限
界
も
あ
っ
た
と
言
え
る
だ
ろ
う
。

２　

衛
生
官
と
し
て
の
市
行
政
医 

　
　
　
―
食
品
偽
装
対
策
の
事
例
か
ら

　

自
治
体
に
よ
る
公
衆
衛
生
対
策
は
、
市
内
清
掃
に
ゴ
ミ
の
回
収
、

上
下
水
道
の
管
理
、
市
場
で
売
ら
れ
る
食
物
や
屠
殺
場
の
衛
生
管

理
、
ハ
ー
ン
や
集
合
住
宅
、
公
衆
浴
場
と
い
っ
た
人
の
集
ま
る
場

所
の
清
潔
維
持
な
ど
、
都
市
の
様
々
な
領
域
に
及
ん（
だ

）
94

。
近
代
医

学
に
通
じ
た
医
系
技
官
と
し
て
自
治
体
の
衛
生
対
策
へ
の
指
導
と

助
言
を
行
う
こ
と
は
、
市
行
政
医
の
重
要
な
役
割
の
一
つ
で
あ
っ

た
。
も
ち
ろ
ん
実
際
に
感
染
症
が
流
行
し
た
際
に
は
、
中
心
と
な

っ
て
感
染
症
対
策
を
主
導
す
る
立
場
に
あ
っ
た
。
本
節
で
は
、
こ

う
し
た
様
々
な
公
衆
衛
生
対
策
の
一
例
と
し
て
、
二
〇
世
紀
初
頭

に
お
け
る
食
品
偽
装
問
題
に
つ
い
て
論
ず
る
。

　

食
品
偽
装
そ
の
も
の
の
歴
史
は
古
く
、
普
遍
的
に
観
察
さ
れ
う

る
事
象
で
あ（
る

）
95

。
前
近
代
オ
ス
マ
ン
社
会
に
お
い
て
も
カ
ー
デ
ィ

（
イ
ス
ラ
ー
ム
法
官
）
の
下
で
ム
フ
タ
ス
ィ
ブ
（
市
場
監
察
官
）

が
市
場
で
の
商
取
引
を
監
督
し
て
い
た
。
ム
フ
タ
ス
ィ
ブ
と
そ
の

部
下
は
「
イ
フ
テ
ィ
サ
ー
ブ
」
と
呼
ば
れ
る
商
業
規
範
・
規
則
に
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基
づ
い
て
業
務
に
あ
た
っ
た
が
、
こ
の
イ
フ
テ
ィ
サ
ー
ブ
を
定
め

た
一
五
〜
一
六
世
紀
の
ス
ル
タ
ン
に
よ
る
法
令
集
の
中
で
は
、
食

品
関
係
の
規
定
が
多
く
見
ら
れ
る
。
ス
レ
イ
マ
ン
一
世
（
在
位
一

五
二
〇
―
一
五
六
六
年
）
期
に
は
内
容
が
詳
細
と
な
っ
て
体
系
化

が
進
み
、
一
つ
の
完
成
を
見
る
こ
と
に
な
っ
た
。
そ
こ
で
は
料
理

屋
や
食
材
を
扱
う
職
業
の
規
定
が
詳
細
に
定
め
ら
れ
、
パ
ン
の
重

量
の
ご
ま
か
し
は
も
と
よ
り
、
ヨ
ー
グ
ル
ト
に
澱
粉
と
水
を
混
ぜ

て
の
水
増
し
を
し
な
い
こ
と
、
ボ
レ
キ
（
ト
ル
コ
風
パ
イ
）
に
羊

肉
以
外
を
混
ぜ
な
い
こ
と
や
混
じ
り
け
の
な
い
小
麦
粉
を
用
い
る

こ
と
、
ト
ゥ
ル
シ
ュ
（
ピ
ク
ル
ス
）
は
ふ
す
ま
で
な
く
酢
に
漬
け

る
こ
と
な
ど
食
品
に
関
わ
る
規
定
の
ほ
か
、
食
肉
の
鮮
度
や
衛
生

状
態
も
繰
り
返
し
強
調
さ
れ（
た

）
96

。

　

し
か
し
近
代
に
な
る
と
、
科
学
の
進
歩
に
伴
う
偽
装
技
術
と
偽

装
を
見
破
る
技
術
双
方
の
発
達
、
加
工
食
品
の
普
及
、
自
由
貿
易

を
基
本
理
念
と
す
る
国
際
商
業
体
制
を
背
景
と
し
た
輸
入
の
増
加

と
価
格
競
争
の
激
化
、
そ
し
て
消
費
者
の
健
康
意
識
の
向
上
な
ど

を
要
因
と
し
て
、
食
の
安
全
は
、
そ
れ
ま
で
と
は
異
な
る
次
元
の

社
会
問
題
と
し
て
立
ち
現
れ
て
く（
る

）
97

。
食
品
偽
装
は
人
々
の
健
康

に
大
き
く
関
わ
る
た
め
、
折
し
も
国
民
の
健
康
の
向
上
や
死
亡
率

の
低
下
、
人
口
増
加
へ
の
関
心
を
高
め
て
い
た
近
代
オ
ス
マ
ン
国

家
に
お
い
て
も
、
無
視
で
き
な
い
問
題
と
な
っ
て
い
た
。
こ
う
し

た
中
で
、
食
品
監
視
の
シ
ス
テ
ム
と
そ
れ
に
関
わ
る
法
律
が
世
紀

転
換
期
に
新
た
に
構
築
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
、
各
地
の
市
行
政
医

は
、
専
門
の
化
学
者
・
細
菌
学
者
と
と
も
に
、
食
の
安
全
を
守
る

役
割
を
担
う
こ
と
に
な
っ
た
。

　

近
代
イ
ズ
ミ
ル
に
お
い
て
も
、
食
品
偽
装
は
問
題
と
な
っ
て
い

た
。
例
え
ば
二
〇
世
紀
初
頭
の
イ
ズ
ミ
ル
で
発
行
さ
れ
た
一
般
向

け
衛
生
雑
誌
『
衛
生
』
の
一
九
〇
八
年
六
月
三
日
の
号
に
掲
載
さ

れ
た
記
事
は
、
イ
ズ
ミ
ル
に
お
け
る
食
の
安
全
性
を
こ
の
よ
う
な

小
話
で
説
明
し
て
い
る
。
そ
れ
に
よ
る
と
、
あ
る
家
に
四
匹
の
ハ

エ
が
住
ん
で
い
た
。
そ
の
う
ち
一
匹
が
家
に
あ
っ
た
ミ
ル
ク
を
飲

ん
だ
と
こ
ろ
、
そ
れ
に
石
灰
が
加
え
ら
れ
て
い
た
た
め
痙
攣
し
て

死
ん
で
し
ま
っ
た
。
さ
ら
に
二
匹
目
は
別
の
飲
み
物
を
飲
ん
だ
が
、

そ
れ
が
ア
ニ
リ
ン
に
よ
っ
て
着
色
さ
れ
て
い
た
た
め
、
毒
死
し
て

し
ま
っ
た
。
三
匹
目
は
過
剰
な
ミ
ョ
ウ
バ
ン
が
加
え
ら
れ
た
小
麦

粉
を
口
に
し
、
同
じ
運
命
を
辿
っ
た
。
三
匹
の
悲
劇
を
目
の
当
た

り
に
し
た
四
匹
目
の
ハ
エ
は
生
き
る
こ
と
に
絶
望
し
て
死
を
望
み
、

皿
に
乗
っ
て
い
た
ハ
エ
取
り
紙
（sinek öldüren kağıt

）
を
吸

い
始
め
た
。
す
る
と
吸
っ
て
死
を
待
つ
ハ
エ
の
身
体
中
に
活
力
が

み
な
ぎ
り
、
力
が
湧
き
始
め
た
。
ハ
エ
取
り
紙
す
ら
偽
物
だ
っ
た

の
で
あ（
る

）
98

。

　

こ
こ
で
は
石
灰
に
よ
る
ミ
ル
ク
の
水
増
し
、
ア
ニ
リ
ン
に
よ
る
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飲
み
物
の
着
色
、
そ
し
て
ミ
ョ
ウ
バ
ン
（
保
存
料
）
の
小
麦
粉
へ

の
過
度
の
添
加
が
食
品
偽
装
の
例
と
し
て
挙
げ
ら
れ
て
い
る
が
、

著
者
の
医
師
エ
ド
ヘ
ム
は
、
さ
ら
に
は
今
日
消
費
さ
れ
て
い
る
油

類
、
ミ
ル
ク
、
ソ
ー
ダ
、
チ
ャ
イ
、
ワ
イ
ン
や
ラ
ク
な
ど
の
酒
類
、

シ
ャ
ー
ベ
ッ
ト
、
ジ
ャ
ム
な
ど
に
徹
底
的
な
検
査
が
な
さ
れ
れ
ば
、

多
く
の
偽
装
が
見
つ
か
る
だ
ろ
う
と
述
べ
る
。
そ
し
て
科
学
者
は

こ
う
し
た
詐
欺
行
為
と
日
夜
戦
っ
て
い
る
が
、
他
方
で
偽
装
を
行

う
側
に
も
そ
の
た
め
の
科
学
的
知
識
が
あ
り
、
対
策
が
容
易
で
な

い
こ
と
を
説
明
し
、
自
治
体
に
よ
る
化
学
研
究
所
の
設
立
と
化
学

者
の
雇
用
の
必
要
性
を
述
べ
て
締
め
く
く
っ
て
い（
る

）
99

。

　

二
〇
世
紀
初
頭
の
イ
ズ
ミ
ル
で
問
題
と
な
っ
て
い
た
食
品
偽
装

の
一
つ
に
、
ア
メ
リ
カ
か
ら
輸
入
さ
れ
る
澄
ま
し
バ
タ
ー
（sade 

yağ

）
が
あ（
る

）
100

。
地
元
紙
『
ア
ヘ
ン
キ
』
が
「
ア
メ
リ
カ
の
科
学

的
発
展
が
、
イ
ズ
ミ
ル
で
応
用
さ
れ
る
混
合
に
よ
る
食
品
偽
装
を

も
発
展
さ
せ
る
こ
と
は
必
定
で
あ
る
。
食
品
産
業
の
い
く
つ
か
、

と
く
に
シ
カ
ゴ
市
に
あ
る
肉
の
缶
詰
の
工
場
が
用
い
た
詐
欺
的
手

法
に
は
、
ア
メ
リ
カ
政
府
す
ら
悩
ま
さ
れ
て
い
る
の
で
す
」
と
述

べ
る
よ
う（
に

）
101

、
二
〇
世
紀
初
頭
の
ア
メ
リ
カ
を
震
撼
さ
せ
た
食
品

偽
装
問
題
の
余
波
は
イ
ズ
ミ
ル
に
も
及
ん
で
い（
た

）
102

。
同
記
事
に
よ

れ
ば
、
イ
ズ
ミ
ル
に
輸
入
さ
れ
る
ア
メ
リ
カ
産
澄
ま
し
バ
タ
ー
は
、

実
際
に
は
綿
実
油
と
ピ
ー
ナ
ツ
油
が
混
ぜ
ら
れ
た
動
物
性
脂
肪
に
、

色
と
風
味
を
つ
け
る
た
め
の
植
物
性
の
添
加
物
が
加
え
ら
れ
た
も

の
で
あ
る
と
い
う
。
最
大
の
問
題
は
、
単
に
こ
れ
が
健
康
上
有
害

な
だ
け
で
な
く
、
国
産
の
バ
タ
ー
を
払
底
し
て
し
ま
う
か
、
あ
る

い
は
こ
れ
に
対
抗
す
る
国
内
の
生
産
・
販
売
者
が
価
格
競
争
の
た

め
に
偽
装
に
手
を
染
め
て
し
ま
う
こ
と
で
あ
っ（
た

）
103

。
別
の
記
事
で

は
国
内
産
業
保
護
の
観
点
か
ら
、
以
下
の
よ
う
に
主
張
さ
れ
て
い

る
。

ア
メ
リ
カ
か
ら
の
輸
入
で
生
じ
て
い
る
低
価
格
に
抵
抗
で
き

る
よ
う
に
、
地
元
産
の
油
の
多
く
が
商
品
を
混
合
し
て
品
質

を
落
と
さ
ざ
る
を
得
な
い
こ
と
は
公
衆
衛
生
の
観
点
か
ら
重

大
で
す
が
、
そ
れ
と
同
じ
ぐ
ら
い
に
、
競
争
力
が
な
い
た
め

に
生
産
を
断
念
せ
ざ
る
を
得
な
い
こ
と
は
、
国
内
産
業
に
と

っ
て
も
深
刻
な
事
態
で
す
。
し
た
が
っ
て
、
牧
草
地
の
広
大

さ
と
家
畜
の
多
さ
で
名
高
い
帝
国
内
で
、（
産
業
の
）
発
展
を

保
証
す
る
た
め
に
、
何
度
も
パ
ー
デ
ィ
シ
ャ
ー
陛
下
の
勅
旨

が
出
て
い
る
澄
ま
し
バ
タ
ー
生
産
が
被
害
か
ら
守
ら
れ
る
た

め
に
、
前
述
の
偽
装
バ
タ
ー
の
輸
入
禁
止
の
た
め
に
税
関
局

に
よ
り
ど
れ
ほ
ど
厳
し
い
措
置
が
取
ら
れ
て
も
足
り
ま
せ（
ん

）
104

。

　

こ
う
し
た
国
内
外
の
食
品
偽
装
を
取
り
締
ま
る
法
律
が
、
二
〇

世
紀
初
頭
に
整
備
さ
れ
た
。
件
の
澄
ま
し
バ
タ
ー
に
つ
い
て
は
、

一
九
〇
三
年
に
「
国
内
産
の
澄
ま
し
バ
タ
ー
の
純
性
の
維
持
に
関

三
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す
る
法
」
が
制
定
さ
れ（
た

）
105

。
ミ
ル
ク
か
ら
加
工
さ
れ
る
国
産
の
澄

ま
し
バ
タ
ー
に
つ
い
て
、
あ
ら
ゆ
る
混
合
を
禁
止
（
第
一
条
）
し

た
同
法
で
は
、
地
方
当
局
に
よ
る
生
産
者
・
販
売
者
へ
の
勧
告
と

警
告
（
第
二
条
）、
生
産
お
よ
び
生
産
地
の
市
行
政
医
と
市
官
吏

に
よ
る
継
続
的
調
査
（
第
三
条
）、
偽
装
を
行
っ
た
生
産
者
・
販

売
者
へ
の
罰
則
（
第
四
・
五
条
）、
罰
金
の
手
続
き
と
没
収
品
の

処
遇
（
第
六
・
七
条
）
が
定
め
ら
れ
た
。
イ
ズ
ミ
ル
の
地
元
紙
に

も
同
法
の
写
し
が
掲
載
さ（
れ

）
106

、
以
降
同
法
に
基
づ
い
た
偽
装
バ

タ
ー
の
取
り
締
ま
り
が
繰
り
返
し
報
じ
ら
れ
て
い
る
。

　

例
え
ば
一
九
〇
五
年
四
月
の
『
ア
ヘ
ン
キ
』
紙
の
報
道
に
よ
れ

ば
、
市
行
政
医
に
よ
る
調
査
（m

uayene
）
に
よ
っ
て
偽
装
が

疑
わ
れ
た
澄
ま
し
バ
タ
ー
が
市
当
局
に
送
ら
れ
、
そ
れ
ぞ
れ
の
サ

ン
プ
ル
が
細
菌
学
者
に
委
託
さ
れ
、
化
学
分
析
（tahlil

）
が
行
わ

れ
た
。
そ
の
う
ち
デ
ィ
ス
コ
ポ
リ
の
バ
タ
ー
が
、
マ
ー
ガ
リ
ン
と

混
合
し
た
ス
エ
ッ
ト
、
メ
ジ
デ
ィ
エ
ハ
ー
ン
の
メ
フ
メ
ト
・
ア
ー

の
バ
タ
ー
も
ス
エ
ッ
ト
、
メ
ザ
ル
ル
ッ
ク
バ
シ
ュ
の
ハ
ケ
ム
は
、

香
料
と
マ
ー
ガ
リ
ン
の
混
合
、
ヨ
ル
ギ
の
も
の
は
ス
エ
ッ
ト
、
バ

シ
ュ
ド
ゥ
ラ
ク
の
ミ
ト
ロ
コ
フ
の
も
の
は
ス
エ
ッ
ト
と
マ
ー
ガ
リ

ン
の
混
合
、
イ
サ
ク
・
ハ
ー
キ
ム
の
も
の
は
ス
エ
ッ
ト
で
あ
る
と

判
明
し
た
。
こ
の
報
告
を
受
け
、
こ
れ
ら
の
バ
タ
ー
は
没
収
さ
れ
、

工
業
利
用
の
た
め
の
着
色
が
市
当
局
に
よ
っ
て
決
定
さ
れ（
た

）
107

。
こ

こ
か
ら
は
、
澄
ま
し
バ
タ
ー
と
し
て
売
ら
れ
る
商
品
の
偽
装
方
法

と
し
て
、
ス
エ
ッ
ト
や
マ
ー
ガ
リ
ン
と
の
混
合
が
見
ら
れ
た
こ
と
、

ま
た
、
没
収
さ
れ
た
澄
ま
し
バ
タ
ー
が
着
色
さ
れ
工
業
用
に
再
利

用
さ
れ
た
こ
と
が
重
要
な
事
実
と
し
て
挙
げ
ら
れ
る
。

　

輸
入
食
品
に
関
し
て
は
、
輸
入
禁
止
措
置
も
少
な
く
な
い（
が

）
108

、

そ
の
根
拠
と
な
る
税
関
検
査
に
つ
い
て
は
、「
税
関
で
行
わ
れ
る

衛
生
検
査
に
関
す
る
法
」
が
一
九
〇
五
年
に
制
定
さ
れ（
た

）
109

。
化
学

品
と
医
薬
品
（
第
一
四
〜
一
八
条
）、
油
類
（
第
一
九
条
）、
穀
類

（
第
二
〇
条
）、
コ
ー
ヒ
ー
（
第
二
一
条
）、
食
肉
・
加
工
肉
（
第

二
二
条
）、
酒
類
（
第
二
三
条
）
の
税
関
検
査
に
つ
い
て
そ
れ
ぞ

れ
定
め
た
同
法
で
は
、
国
内
主
要
港
に
お
け
る
専
門
の
検
査
官
の

配
置
が
定
め
ら
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
イ
ス
タ
ン
ブ
ル
に
加
え
、

イ
ズ
ミ
ル
、
セ
ラ
ー
ニ
キ
、
ト
ラ
ブ
ゾ
ン
、
イ
シ
ュ
コ
ド
ラ
、
ベ

イ
ル
ー
ト
、
イ
ス
ケ
ン
デ
ル
ン
、
バ
ス
ラ
、
ト
リ
ポ
リ
の
港
の
税

関
に
は
化
学
者
が
常
勤
で
雇
用
さ
れ
、
化
学
者
の
い
な
い
場
所
で

は
市
行
政
医
に
よ
っ
て
衛
生
検
査
が
な
さ
れ
、
さ
ら
に
詳
し
い
化

学
分
析
が
必
要
と
判
断
さ
れ
た
場
合
は
、
最
寄
り
の
税
関
局
に
送

ら
れ
る
（
第
二
条
）、
雇
用
さ
れ
る
化
学
者
は
有
免
許
か
つ
オ
ス

マ
ン
国
籍
で
あ
る
（
第
三
条
）
と
し
て
、
税
関
に
お
け
る
化
学
者

の
配
置
が
定
め
ら
れ
た
。

　

偽
装
澄
ま
し
バ
タ
ー
の
事
例
か
ら
も
わ
か
る
よ
う
に
、
食
品
管
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理
の
プ
ロ
セ
ス
に
お
い
て
化
学
分
析
室
の
役
割
は
重
大
で
あ
る
。

市
行
政
医
は
市
場
に
売
ら
れ
て
い
る
食
品
の
検
査
（m

uay-
ene

）
を
行
っ
た
が
、
よ
り
詳
細
な
化
学
分
析
（tahlil

）
は
、
専

門
の
分
析
官
に
委
ね
ら
れ
た
。
つ
ま
り
化
学
分
析
室
は
、
食
品
管

理
の
最
終
決
定
権
を
有
す
る
機
関
で
あ（
る

）
110

。
イ
ズ
ミ
ル
に
お
い
て

は
税
関
と
ム
ス
リ
ム
慈
善
病
院
に
そ
れ
ぞ
れ
化
学
分
析
室
が
整
備

さ
れ
、
公
的
な
化
学
分
析
の
実
施
が
可
能
だ
っ（
た

）
111

。
税
関
で
は
一

八
九
七
年
に
そ
れ
ぞ
れ
四
〇
〇
ク
ル
シ
ュ
の
給
与
で
二
名
の
常
勤

の
化
学
者
が
雇
用
さ
れ
て
い（
る

）
112

。

　

た
だ
し
ア
イ
ド
ゥ
ン
州
に
限
っ
て
も
、
イ
ズ
ミ
ル
以
外
に
食
品

の
化
学
分
析
を
行
え
る
よ
う
な
体
制
が
あ
っ
た
と
は
思
わ
れ
ず
、

全
体
と
し
て
は
そ
の
取
り
組
み
は
端
緒
に
つ
い
た
ば
か
り
で
あ
っ

た
。
一
八
七
九
年
に
化
学
者
ボ
ン
コ
フ
ス
キ
・
パ
シ
ャ
が
イ
ス
タ

ン
ブ
ル
市
第
六
区
の
食
品
検
査
を
任
せ
ら
れ
、
押
収
さ
れ
た
食
品

の
化
学
分
析
を
行
っ
た
際
、
彼
は
化
学
検
査
官
の
養
成
と
、
帝
国

内
の
主
要
都
市
へ
の
食
品
検
査
体
制
の
拡
大
を
、
時
の
内
務
大
臣

マ
フ
ム
ト
・
パ
シ
ャ
に
進
言
し
た
と
さ
れ
て
い（
る

）
113

。
し
か
し
こ
の

よ
う
な
認
識
は
あ
り
な
が
ら
も
、
海
外
に
留
学
し
化
学
を
専
攻
し

た
限
ら
れ
た
事
例
を
除
け
ば
、
オ
ス
マ
ン
帝
国
に
お
い
て
食
品
検

査
を
行
う
化
学
分
析
官
は
基
本
的
に
医
師
や
薬
剤
師
に
よ
っ
て
担

わ
れ
て
お
り
、
当
然
そ
の
数
も
限
ら
れ
た
。
医
学
校
内
の
化
学
実

験
室
に
通
い
、
化
学
分
析
の
実
践
的
訓
練
を
受
け
て
、「
技
能
認

定
証
（ehliyet tasdiknam

esi

）」
を
与
え
ら
れ
た
一
部
の
優
秀

な
学
生
が
、「
化
学
者kim

yager

」
を
称
し
て
業
務
を
担
っ
て
い

た
に
過
ぎ
な
い
。
化
学
を
専
門
に
学
ん
だ
「
有
免
許
化
学
者

（diplom
alı kim

yagerler

）」
の
数
が
増
え
、
医
学
や
薬
学
の
傍

ら
で
化
学
を
学
ん
だ
「
認
定
化
学
者
（tasdiknam

eli kim
yag-

erler

）」
の
地
位
を
脅
か
し
始
め
る
の
は
一
九
二
〇
年
代
末
の
こ

と
で
あ（
る

）
114

。
イ
ズ
ミ
ル
税
関
に
化
学
者
と
し
て
雇
用
さ
れ
た
分
析

官
も
、
細
菌
学
者
や
医
師
を
自
称
し
、
実
際
に
都
市
上
水
の
細
菌

検
査
な
ど
細
菌
学
者
と
し
て
の
役
割
も
果
た
し
て
い（
た

）
115

。

　

近
代
に
新
た
な
展
開
を
見
せ
た
食
品
偽
装
問
題
を
背
景
に
、
二

〇
世
紀
初
頭
に
お
い
て
各
国
が
食
品
管
理
体
制
を
整
備
す
る
中
、

オ
ス
マ
ン
帝
国
に
お
い
て
も
、
一
方
で
食
品
管
理
に
関
す
る
様
々

な
法
律
、
他
方
で
は
必
要
な
設
備
と
人
材
が
準
備
さ
れ
、
近
代
的

な
食
品
管
理
体
制
整
備
の
動
き
が
見
ら
れ
た
。
法
・
設
備
・
人
材

の
い
ず
れ
の
観
点
か
ら
も
、
体
制
整
備
は
端
緒
に
つ
い
た
ば
か
り

で
あ
っ
た
が
、
限
ら
れ
た
リ
ソ
ー
ス
の
中
、
イ
ズ
ミ
ル
に
お
い
て

も
偽
装
食
品
の
分
析
・
摘
発
が
行
わ
れ
て
い
た
こ
と
は
注
目
す
べ

き
こ
と
で
あ
ろ
う
。
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オ
ス
マ
ン
帝
国
に
お
け
る
種
痘
と
い
え
ば
、
一
八
世
紀
に
オ
ス

マ
ン
帝
国
に
滞
在
し
た
モ
ン
タ
ギ
ュ
ー
夫
人
を
通
じ
て
ヨ
ー
ロ
ッ

パ
に
伝
わ
っ
た
と
さ
れ
る
人
痘
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
が
有
名
だ
が
、
近

代
に
用
い
ら
れ
た
の
は
言
う
ま
で
も
な
く
牛
痘
で
あ
る
。
シ
ャ
ー

ニ
ザ
ー
デ
・
ア
タ
ウ
ッ
ラ
ー
の
著
作
に
よ
れ
ば
、
イ
ス
タ
ン
ブ
ル

で
の
最
初
の
牛
痘
接
種
は
一
八
〇
〇
年
の
こ
と
で
あ（
る

）
116

。
ジ
ェ
ン

ナ
ー
に
よ
る
種
痘
法
の
開
発
が
一
七
九
六
年
で
あ
る
こ
と
を
考
え

る
と
、
牛
痘
の
技
術
自
体
は
早
い
段
階
で
オ
ス
マ
ン
帝
国
で
も
知

ら
れ
て
い
た
。
一
八
四
〇
年
代
に
は
公
的
な
種
痘
が
行
わ
れ
、
一

八
四
一
年
に
は
一
七
〇
五
人
の
子
ど
も
が
接
種
を
受
け
た
ほ（
か

）
117

、

自
身
に
も
典
型
的
な
痘
痕
が
あ
っ
た
と
言
わ
れ
る
ア
ブ
デ
ュ
ル
メ

ジ
ト
一
世
（
在
位
一
八
三
九
―
一
八
六
一
年
）
は
五
〇
〇
人
の
従

者
を
引
き
連
れ
て
イ
ス
タ
ン
ブ
ル
郊
外
で
自
ら
種
痘
キ
ャ
ン
ペ
ー

ン
を
行
っ
た
と
い（
う

）
118

。
ま
た
先
に
触
れ
た
イ
ス
タ
ン
ブ
ル
の
当
直

薬
局
は
種
痘
所
の
役
割
も
果
た
し
、
医
師
と
は
別
に
接
種
員
が
雇

用
さ
れ
て
い（
た

）
119

。
一
八
六
〇
年
代
初
頭
の
ベ
イ
ル
ー
ト
の
自
治
体

も
種
痘
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
を
行
っ
た
と
い（
う

）
120

。
し
か
し
こ
う
し
た
例

は
、
あ
く
ま
で
も
天
然
痘
の
流
行
を
主
な
き
っ
か
け
と
し
た
一
時

的
な
事
業
に
過
ぎ
な
い
。
や
が
て
世
代
が
変
わ
り
、
他
地
域
か
ら

の
移
民
や
農
村
部
か
ら
の
移
住
者
が
流
入
す
れ
ば
免
疫
を
持
た
な

い
人
口
が
増
え
、
ま
た
接
種
し
た
人
に
お
い
て
も
い
ず
れ
そ
の
効

果
が
薄
ま
る
。
種
痘
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
が
一
時
的
に
犠
牲
者
を
減
ら

し
た
可
能
性
は
否
定
で
き
な
い
が
、
数
年
ご
と
に
天
然
痘
の
流
行

は
繰
り
返
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
。

　

オ
ス
マ
ン
帝
国
に
お
け
る
国
家
事
業
と
し
て
の
種
痘
の
本
格
的

な
地
方
へ
の
普
及
は
、
い
つ
頃
始
ま
っ
た
と
見
る
べ
き
か
。
こ
れ

は
、
接
種
を
行
き
渡
ら
せ
る
の
に
十
分
な
人
材
と
痘
苗
（
ワ
ク
チ

ン
、aşı tüpü

）
の
数
を
伴
い
、
少
な
く
と
も
そ
れ
を
揃
え
る
取

り
組
み
が
な
さ
れ
、
種
痘
実
施
義
務
を
定
め
た
法
律
の
中
で
全
国

的
に
展
開
さ
れ
る
こ
と
が
必
要
な
条
件
と
な
る
だ
ろ
う
。
し
た
が

っ
て
、
確
か
に
牛
痘
は
早
い
時
期
に
オ
ス
マ
ン
帝
国
に
も
伝
わ
り
、

ま
た
イ
ス
タ
ン
ブ
ル
な
ど
で
行
わ
れ
た
種
痘
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
は
、

国
家
医
療
の
先
駆
け
と
言
え
る
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
そ
の

国
家
事
業
と
し
て
の
全
国
的
な
拡
大
は
、
種
痘
に
関
わ
る
法
の
整

備
、
国
内
で
の
痘
苗
の
生
産
、
種
痘
官
の
育
成
の
開
始
と
い
っ
た

一
連
の
動
き
が
見
ら
れ
る
一
八
八
〇
年
か
ら
九
〇
年
代
以
降
と
見

る
べ
き
だ
ろ
う
。
地
方
社
会
に
お
い
て
市
行
政
医
が
種
痘
の
主
な

担
い
手
で
あ
っ
た
こ
と
を
考
え
れ
ば
、
第
二
章
で
見
た
同
時
期
に

お
け
る
市
行
政
医
数
の
増
加
と
も
整
合
す
る
。

　

種
痘
の
全
国
へ
の
普
及
に
は
、
ま
ず
各
地
で
接
種
を
行
う
人
材

が
必
要
で
あ
る
。
す
で
に
確
認
し
た
よ
う
に
市
行
政
医
は
一
八
八
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〇
年
代
以
降
そ
の
数
を
徐
々
に
増
や
し
て
い
っ
た
。
し
か
し
そ
れ

で
も
、
必
ず
し
も
す
べ
て
の
地
域
に
い
た
わ
け
で
な
く
、
い
た
と

し
て
も
他
の
業
務
に
時
間
を
取
ら
れ
、
近
隣
の
村
々
ま
で
巡
回
し

て
種
痘
を
行
う
ほ
ど
に
十
分
で
は
な
か
っ
た
。
オ
ス
マ
ン
社
会
に

お
い
て
旧
来
の
人
痘
接
種
は
専
門
の
医
師
で
は
な
く
、
技
術
を
備

え
た
女
性
の
仕
事
で
あ
っ
た
と
も
言
わ
れ
て
い（
る

）
121

。
そ
れ
ゆ
え
、

資
格
を
持
た
な
い
人
が
牛
痘
接
種
も
行
い
、
少
額
の
給
与
で
市
に

雇
用
さ
れ
る
こ
と
も
あ
っ（
た

）
122

。
逆
に
言
え
ば
接
種
自
体
は
、
長
い

歳
月
を
か
け
て
医
学
校
で
近
代
医
学
を
修
め
た
貴
重
な
人
材
を
割

く
必
要
は
な
い
と
も
考
え
ら
れ
た
。
そ
こ
で
一
八
九
八
年
、
専
ら

種
痘
の
実
施
を
担
う
技
官
を
短
期
間
で
育
成
し
、
市
行
政
医
の
負

担
を
減
ら
す
た
め
に
、
種
痘
学
校A
şı D

ershanesi/A
şı M

ek-
tebi

が
イ
ス
タ
ン
ブ
ル
に
開
校
し
、
一
九
〇
三
年
ま
で
に
三
一
九

人
の
種
痘
官
が
卒
業
し（
た

）
123

。
一
九
一
二
年
に
は
種
痘
官
の
養
成
は
、

割
礼
や
看
護
を
合
わ
せ
た
小
保
健
官
学
校Sıhhiye K

üçük 
Zabitanı M

ektebi/ K
üçük Sıhhiye M

em
urları M

ektebi

で
行
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ（
た

）
124

。
二
年
間
の
コ
ー
ス
で
教
育
を
受
け

た
卒
業
生
た
ち
は
地
方
に
派
遣
さ
れ
、
各
地
の
市
行
政
医
の
業
務

の
一
部
を
分
担
す
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

　

イ
ズ
ミ
ル
に
お
い
て
は
ヒ
ジ
ュ
ラ
暦
一
三
一
五
（
一
八
九
七
―

九
八
）
年
以
降
の
州
年
鑑
に
市
に
雇
用
さ
れ
た
種
痘
官
（aşı 

m
em

uru

）
を
確
認
で
き
る
。
つ
ま
り
一
部
の
地
域
で
は
種
痘
学

校
開
校
以
前
か
ら
、
種
痘
専
門
の
役
人
が
雇
用
さ
れ
て
い
た
。
ス

レ
イ
マ
ン
と
い
う
名
の
こ
の
種
痘
官
は
、
以
後
継
続
的
に
州
年
鑑

に
記
録
が
あ
り
、
各
地
で
の
種
痘
実
施
に
関
し
て
頻
繁
に
地
元
紙

に
登
場
す
る
。
イ
ズ
ミ
ル
中
心
部
や
、
ボ
ル
ノ
ヴ
ァ
や
セ
デ
ィ
キ

ョ
イ
な
ど
下
部
の
郷
（nahiye

）
に
お
け
る
接
種
を
担
当
し
た
。

ア
イ
ド
ゥ
ン
州
内
の
種
痘
実
施
統
計
（
表
５
）
を
見
る
と
、
お
お

よ
そ
の
傾
向
と
し
て
、
市
行
政
医
が
市
街
地
や
刑
務
所
を
、
種
痘

官
は
巡
回
接
種
員
と
し
て
市
街
地
の
外
で
の
種
痘
を
担
当
し
た
と

言
え
る
。

　

接
種
を
行
う
人
材
と
同
時
に
、
痘
苗
の
安
定
し
た
供
給
も
不
可

欠
で
あ
る
。
オ
ス
マ
ン
帝
国
で
は
も
と
も
と
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
か
ら
輸

入
さ
れ
た
痘
苗
を
利
用
し
て
い
た
が
、
一
八
九
二
年
七
月
、
帝
国

種
痘
所T

elkihhane-i Şahane

で
の
痘
苗
の
製
造
を
命
じ
る
勅

旨
が
出
さ
れ
、
痘
苗
の
国
産
化
が
始
ま
っ（
た

）
125

。
こ
こ
で
生
産
さ
れ

た
痘
苗
が
帝
国
各
地
に
送
ら
れ
、
種
痘
が
行
わ
れ
た
。
例
え
ば
表

５
と
同
じ
年
に
は
イ
ス
タ
ン
ブ
ル
か
ら
合
計
一
八
五
五
〇
の
痘
苗

が
届
き
、
そ
の
う
ち
七
五
六
七
が
イ
ズ
ミ
ル
市
街
地
で
使
用
さ
れ

六
四
三
三
三
人
に
、
残
り
の
一
〇
九
三
八
が
ア
イ
ド
ゥ
ン
州
内
各

地
に
送
ら
れ
、
七
四
九
一
六
人
に
種
痘
が
実
施
さ
れ（
た

）
126

。

　

イ
ス
タ
ン
ブ
ル
か
ら
の
供
給
が
十
分
で
な
け
れ
ば
、
自
治
体
が

三
七
七　
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表 5　アイドゥン州種痘実施統計（1903 年）

担当者 場所 人数

イ
ズ
ミ
ル
県

衛生監察官、イズミル市行政医、助手 イズミル諸地区 64,333
衛生監察官 イズミル刑務所 44

イズミル種痘官
イズミル市街、ボルノヴァ郷、セディキョ
イ郷

25,480

メネメン市行政医 メネメン市街 683
ベルガマ・メネメン種痘官 メネメン・ベルガマの村々 1,088
オデミシュ市行政医 郡刑務所 55
バユンドゥル市行政医 バユンドゥル市街 800
バユンドゥル種痘官 バユンドゥル、オデミシュ各地 2,012
セフェリヒサル市行政医 セフェリヒサル市街 599
カラブルン市行政医 カラブルン市街 246
ニフ市行政医 ニフ市街 700
チェシュメ市行政医 ― 1,640
クシャダス市行政医 ― 1,196
ウルラ市行政医 ウルラ市街地と村々 6,075

マ
ニ
サ（
サ
ル
ハ
ン
）県

マニサ市行政医 マニサ市街 1,184
マニサ市第一行政医 マニサ刑務所 404
マニサ種痘官 村々 1,503
アクヒサル種痘官 アクヒサル、クルクアーチ、ソマ郡 1,196
アクヒサル市行政医 アクヒサル刑務所 11
医師 クルクアーチ 83
クルクアーチ市行政医 刑務所、郡市街地 205
サリフリ市行政医 刑務所、郡市街地 67
サリフリ種痘官 サリフリ、ギョルデス、デミルジ郡 1,589
アラシェヒル市行政医 アラシェヒル刑務所 48
アラシェヒル種痘官 ―　 801
クラ市行政医 クラ、村々 204

ア
イ
ド
ゥ
ン
県

アイドゥン種痘官
アイドゥン、チネ、ソケ、ボズドアン、
カラジャス

5,630

ナジッリ種痘官 アイドゥン、チネ、ソケ、カラジャス郡 11,148

デ
ニ
ズ
リ
県

デニズリ市行政医 デニズリ刑務所、デニズリ市街 342
デニズリ種痘官 チャル、ブルダン、サライキョイ郡 4,558
チャル市行政医 チャル郡、刑務所 105
ガルビーカラアーチ市行政医 ガルビーカラアーチ郡刑務所 20

ム
ー
ラ
県

ムーラ（メンテシェ）種痘官 ムーラ、ミラース、キョイジェイズ 3,522
メクリ市行政医 メクリ、村々 1,680
ボドルム市行政医 ボドルム、諸郷 998

合計　　　139,249

典拠：Ahenk, 2389 （31 May 1904/18 V 1320）, p. 3 より筆者作成。
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独
自
に
痘
苗
を
調
達
す
る
こ
と
も
あ
っ
た
。
例
え
ば
一
九
〇
九
年

に
地
域
内
で
天
然
痘
が
流
行
す
る
と
、
ア
イ
ド
ゥ
ン
州
内
で
大
規

模
な
種
痘
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
が
行
わ
れ
た
。
イ
ス
タ
ン
ブ
ル
か
ら
届

く
痘
苗
に
加
え
、
イ
ズ
ミ
ル
の
薬
剤
師
で
あ
る
モ
ラ
エ
テ
ィ
を
通

じ
て
ロ
ー
ザ
ン
ヌ
か
ら
一
〇
〇
〇
、
同
じ
く
薬
剤
師
カ
リ
カ
キ
を

通
じ
て
ベ
ル
ン
か
ら
二
〇
〇
〇
、
商
人
の
イ
カ
ル
兄
弟
を
通
じ
て

シ
ュ
ミ
エ
か
ら
二
〇
〇
〇
の
痘
苗
を
調
達
し
、
さ
ら
に
フ
ラ
ン
ス

の
シ
ャ
ン
ボ
ン
の
製
薬
所
か
ら
も
七
〇
〇
〇
の
痘
苗
を
取
り
寄
せ
、

六
万
人
以
上
に
種
痘
が
行
わ
れ（
た

）
127

。
こ
の
種
痘
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
で

は
、
イ
ズ
ミ
ル
市
街
で
の
実
施
の
た
め
に
一
〇
名
の
医
師
が
臨
時

雇
用
さ
れ
、
市
街
を
一
〇
の
エ
リ
ア
に
分
割
し
て
種
痘
が
実
施
さ

れ（
た

）
128

。

　

し
か
し
医
薬
商
を
通
じ
た
痘
苗
の
調
達
に
は
困
難
も
伴
っ
た
。

ロ
ー
ザ
ン
ヌ
か
ら
届
い
た
痘
苗
は
ど
う
い
う
わ
け
か
極
め
て
非
力

（pek zayıf ve kuvvetsiz

）
で
、
初
接
種
の
子
ど
も
に
す
ら
善

感
し
な
い
こ
と
が
市
行
政
医
と
種
痘
官
の
報
告
か
ら
明
ら
か
と
な

り
、
再
接
種
と
そ
の
た
め
の
痘
苗
の
調
達
が
必
要
と
な
っ（
た

）
129

。
痘

苗
の
鮮
度
に
つ
い
て
は
地
元
紙
で
も
議
論
に
な
っ
て
い
る
。『
ア

ヘ
ン
キ
』
紙
に
よ
れ
ば
、
イ
ズ
ミ
ル
で
用
い
ら
れ
る
痘
苗
の
大
半

は
イ
ス
タ
ン
ブ
ル
の
帝
国
種
痘
所
で
生
産
さ
れ
た
も
の
で
、
輸
送

距
離
が
短
い
こ
と
か
ら
新
鮮
で
よ
く
効
く
と
い
う
。
他
方
、
や
む

を
得
ず
国
外
か
ら
取
り
寄
せ
る
場
合
、
痘
苗
の
生
産
か
ら
長
時
間

が
経
過
し
、
ウ
イ
ル
ス
の
力
（kuvve-i virüsiyye

）
が
弱
ま
り
、

効
果
が
な
く
な
る
た
め
、
利
用
さ
れ
る
痘
苗
が
純
粋
か
つ
新
鮮

（halis ve taze

）
で
あ
る
こ
と
が
必
要
と
論
じ
て
い（
る

）
130

。

　

さ
ら
に
、
フ
ラ
ン
ス
か
ら
追
加
で
取
り
寄
せ
た
痘
苗
を
、
仲
介

し
た
商
人
と
薬
剤
師
が
引
き
渡
そ
う
と
せ
ず
、
再
度
の
接
種
を
望

む
富
裕
層
に
法
外
な
価
格
で
販
売
し
て
い
た
。
貧
し
い
未
接
種
の

子
ど
も
へ
の
接
種
を
優
先
し
た
い
衛
生
監
察
官
は
、
自
治
体
に
よ

る
直
接
買
い
付
け
を
提
案
し
た
が
実
現
し
な
か
っ
た
と
い
う
。
同

時
に
痘
苗
不
足
に
も
拘
ら
ず
、
臨
時
の
種
痘
医
が
儲
け
の
た
め
に

す
で
に
接
種
を
済
ま
せ
た
自
身
の
顧
客
に
繰
り
返
し
接
種
を
行
い
、

痘
苗
を
無
駄
遣
い
し
て
い
る
と
も
述
べ
ら
れ
て
い（
る

）
131

。

　

こ
の
例
の
よ
う
に
、
お
金
を
積
ん
で
で
も
繰
り
返
し
接
種
を
望

む
よ
う
な
富
裕
層
も
い
る
一
方
で
、
接
種
を
避
け
よ
う
と
す
る
者

も
い
た
。
住
民
へ
の
接
種
を
い
か
に
促
進
す
る
か
、
す
な
わ
ち
種

痘
を
忌
避
す
る
人
々
へ
の
取
り
組
み
は
予
防
接
種
の
普
及
に
お
い

て
普
遍
的
な
問
題
で
あ
る
。
種
痘
義
務
化
の
法
整
備
は
一
八
八
〇

年
代
以
降
に
進
ん
だ
。
一
八
八
五
年
の
「
種
痘
法
」
に
よ
り
、
種

痘
が
学
校
入
学
の
要
件
で
あ
り
、
未
接
種
の
子
ど
も
は
学
校
に
入

学
で
き
な
い
と
さ
れ（
た

）
132

。
一
八
九
四
年
の
改
正
で
は
、
新
生
児
へ

の
六
ヶ
月
以
内
の
接
種
が
義
務
化
、
同
時
に
五
年
毎
の
再
接
種
や

三
七
九　
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拒
否
者
へ
の
罰
金
規
定
が
導
入
さ
れ
て
い（
る

）
133

。
一
九
〇
四
年
に
は

医
師
や
種
痘
官
な
ど
、
種
痘
実
施
側
へ
の
罰
則
規
定
も
設
け
ら

れ（
た

）
134

。

　

そ
れ
で
も
、
家
ま
で
種
痘
官
が
派
遣
さ
れ
た
が
接
種
を
拒
否
し
、

逃
走
し
た
と
い
う
事
例
に
は
事
欠
か
な
い
。
そ
の
よ
う
な
ケ
ー
ス

で
は
よ
り
強
制
力
を
伴
っ
た
対
応
が
取
ら
れ
た
。
よ
く
見
ら
れ
る

の
は
ロ
ー
カ
ル
な
共
同
体
を
活
用
し
て
、
接
種
を
進
め
る
手
法
で

あ
る
。
一
九
〇
七
年
に
イ
ズ
ミ
ル
の
ド
ラ
プ
ク
ユ
地
区
で
天
然
痘

が
蔓
延
し
た
際
、「
市
行
政
医
と
種
痘
官
に
よ
り
、
地
区
の
イ

マ
ー
ム
と
ム
フ
タ
ル
の
案
内
で
家
屋
を
一
軒
ず
つ
周
り
、
種
痘
の

奨
励
が
な
さ
れ
」
た
が
、
そ
れ
で
も
種
痘
を
避
け
る
人
が
い
た
と

い
う
。
そ
こ
で
市
の
報
告
書
は
、「
警
官
と
市
警
、
地
区
の
イ

マ
ー
ム
と
ム
フ
タ
ル
に
よ
っ
て
、
家
の
捜
索
・
調
査
が
な
さ
れ
、

科
学
的
に
種
痘
が
必
要
な
者
に
強
制
的
に
（cebren
）
種
痘
が

な
さ
れ
る
こ
と
が
必
要
」
と
結
論
づ
け（
た

）
135

。
一
九
一
〇
年
の
自
治

体
か
ら
の
公
示
で
は
、「
地
域
に
お
い
て
未
接
種
の
人
を
台
帳
に

記
録
し
、
種
痘
を
強
制
さ
せ
る
こ
と
、
未
接
種
の
人
が
い
た
場
合
、

こ
の
責
任
は
前
述
の
ム
フ
タ
ル
に
帰
せ
ら
れ
る
」
と
告
げ
ら
れ
、

未
接
種
者
の
名
前
、
通
名
、
職
業
、
住
所
を
記
し
た
台
帳
を
数
日

の
間
に
ま
と
め
る
よ
う
に
要
請
が
出
さ
れ（
た

）
136

。
地
元
紙
で
は
説
得

と
啓
蒙
の
た
め
、
種
痘
の
有
用
性
が
繰
り
返
し
説
か
れ
た
が
、
説

得
が
常
に
功
を
奏
す
る
と
も
限
ら
ず
、
ま
た
新
聞
を
読
ま
な
い
、

あ
る
い
は
読
め
な
い
層
に
は
意
味
が
な
い
。
そ
こ
で
こ
う
し
た

ロ
ー
カ
ル
な
共
同
体
が
利
用
さ
れ
、
種
痘
が
推
進
さ
れ
た
。

　

こ
の
よ
う
に
一
八
八
〇
年
代
以
降
、
種
痘
を
実
施
す
る
市
行
政

医
と
種
痘
官
が
各
地
に
任
じ
ら
れ
、
ま
た
帝
国
種
痘
所
で
生
産
さ

れ
た
痘
苗
が
各
地
に
配
布
さ
れ
る
形
で
、
全
国
的
な
種
痘
実
施
体

制
が
整
え
ら
れ
た
。
同
時
期
に
は
種
痘
を
促
進
す
る
た
め
の
法
整

備
も
進
め
ら
れ
た
。
本
節
で
見
た
よ
う
に
、
イ
ズ
ミ
ル
で
行
わ
れ

た
種
痘
に
お
い
て
は
確
か
に
困
難
も
見
ら
れ
た
が
、
同
時
期
に
国

家
事
業
と
し
て
の
種
痘
は
新
た
な
段
階
を
迎
え
、
地
方
に
お
い
て

も
普
及
し
て
い
っ
た
と
言
え
る
だ
ろ
う
。

五　

お
わ
り
に

　

軍
医
で
は
な
い
「
文
民
医
」
の
育
成
と
、
そ
の
各
地
へ
の
任
命

を
通
じ
た
地
方
医
療
の
改
革
と
い
う
構
想
は
、
文
民
医
学
校
を
卒

業
し
た
医
師
の
数
が
徐
々
に
増
え
、
各
地
の
自
治
体
に
お
い
て
医

師
の
雇
用
が
進
む
の
に
従
っ
て
徐
々
に
実
質
化
し
て
い
っ
た
。
イ

ズ
ミ
ル
に
お
け
る
市
行
政
医
は
一
八
八
〇
年
代
に
は
た
っ
た
一
人

が
雇
用
さ
れ
て
い
る
に
過
ぎ
な
か
っ
た
が
、
九
〇
年
代
、
そ
し
て

一
九
〇
〇
年
代
と
着
実
に
数
を
増
や
し
、
一
九
〇
八
年
に
は
四
人

の
市
行
政
医
と
、
そ
の
他
の
医
系
官
吏
が
雇
用
さ
れ
る
に
至
っ
た
。



　

近
代
オ
ス
マ
ン
帝
国
に
お
け
る
国
家
医
療
の
形
成
と
市
行
政
医

）

六
三　
（
三
八
一　

ア
イ
ド
ゥ
ン
州
全
体
で
も
同
様
の
傾
向
が
見
ら
れ
、
世
紀
転
換
期

が
市
行
政
医
の
普
及
に
と
り
重
大
な
時
期
で
あ
っ
た
と
言
え
る
。

　

そ
れ
と
共
に
、
そ
の
具
体
的
職
務
に
関
わ
る
法
律
の
整
備
、
種

痘
官
や
検
査
官
な
ど
の
補
助
人
材
の
雇
用
や
育
成
、
検
査
施
設
や

国
産
の
痘
苗
の
製
造
の
開
始
な
ど
、
地
方
衛
生
政
策
に
関
わ
る
重

大
な
取
り
組
み
も
同
時
期
に
加
速
し
た
。
近
代
オ
ス
マ
ン
帝
国
に

お
け
る
国
家
医
療
の
形
成
に
お
い
て
、
同
時
期
は
一
つ
の
転
機
で

あ
っ
た
。
コ
レ
ラ
の
流
行
が
多
く
の
国
で
近
代
衛
生
改
革
の
誘
因

と
な
っ
た
こ
と
を
思
え
ば
、
ア
ブ
デ
ュ
ル
ハ
ミ
ト
二
世
期
（
在
位

一
八
七
六
―
一
九
〇
九
年
）
に
お
け
る
初
め
て
の
コ
レ
ラ
大
流
行

を
経
験
し
た
時
期
で
も
あ
る
事
実
を
こ
こ
に
付
け
加
え
て
も
よ
い

だ
ろ
う
。

　

こ
う
し
た
地
方
衛
生
政
策
の
新
た
な
体
制
が
徐
々
に
構
築
さ
れ

て
い
く
中
、
そ
の
実
現
に
お
い
て
は
、
元
々
都
市
に
開
業
し
て
い

た
薬
局
、
伝
統
的
な
街
区
共
同
体
や
そ
の
指
導
者
層
な
ど
、
既
に

社
会
に
存
在
し
て
い
た
リ
ソ
ー
ス
が
有
効
に
活
用
さ
れ
た
。
市
行

政
医
の
役
割
は
病
人
の
治
療
に
と
ど
ま
ら
ず
、
食
の
安
全
の
管
理

な
ど
の
公
衆
衛
生
に
関
わ
る
も
の
や
、
種
痘
の
普
及
と
い
う
社
会

全
体
の
病
気
へ
の
免
疫
に
関
わ
る
も
の
ま
で
様
々
な
領
域
に
広
が

り
、
化
学
分
析
官
や
種
痘
官
な
ど
の
新
た
な
人
材
と
分
担
し
、
地

域
社
会
全
体
の
健
康
維
持
に
努
め
た
。
国
家
と
国
民
の
関
係
の
変

註＊
西
暦
以
外
の
日
付
は
特
に
断
り
が
無
け
れ
ば
財
務
暦
で
あ
る
。
月
名

はM
art

か
ら
順
にIII

〜X
II, I, II

と
略
記
し
た
。

容
の
中
で
、
各
地
の
行
政
医
た
ち
は
、
地
方
社
会
の
住
民
の
健
康

と
国
益
と
を
結
び
つ
け
る
役
割
を
期
待
さ
れ
た
。

　

他
方
、
市
行
政
医
を
通
じ
た
地
方
衛
生
改
革
と
い
う
国
家
の
描

く
青
写
真
と
、
当
の
医
師
た
ち
の
置
か
れ
た
状
況
の
間
に
若
干
の

齟
齬
が
あ
っ
た
こ
と
は
本
稿
で
は
あ
え
て
触
れ
な
か
っ
た
。
例
え

ば
市
行
政
医
の
役
割
の
一
つ
に
無
免
医
で
医
業
を
行
う
「
非
正
規

医
」
の
取
り
締
ま
り
が
あ
る
。
こ
れ
は
国
家
の
視
点
か
ら
は
取
り

も
直
さ
ず
医
療
の
質
の
保
証
に
よ
る
人
々
の
健
康
の
保
護
を
目
的

と
す
る
が
、
た
だ
で
さ
え
薄
給
で
あ
っ
た
市
行
政
医
の
立
場
か
ら

は
、
患
者
す
な
わ
ち
顧
客
を
獲
得
す
る
上
で
の
競
合
者
の
排
除
、

医
療
市
場
に
お
け
る
シ
ェ
ア
の
獲
得
と
い
う
意
味
を
も
帯
び
て
い

た
の
で
あ
る
。「
国
益
」
の
た
め
に
地
域
全
体
の
健
康
の
向
上
に

取
り
組
む
官
吏
で
あ
っ
た
彼
ら
も
ま
た
一
人
の
人
間
で
あ
る
、
と

い
う
当
た
り
前
の
事
実
に
目
を
向
け
れ
ば
、
医
師
の
社
会
的
地
位

か
ら
診
療
報
酬
、
医
業
の
専
門
職
化
、
職
業
組
合
の
形
成
ま
で
、

様
々
な
重
大
な
論
点
が
浮
か
び
上
が
っ
て
く
る
。
こ
う
し
た
点
は

次
の
課
題
と
し
て
、
別
稿
に
て
論
じ
る
こ
と
と
し
た
い
。



史
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（
1
）　

こ
う
し
た
視
点
か
ら
近
代
オ
ス
マ
ン
帝
国
の
医
療
・
衛
生
政
策

を
概
観
し
た
も
の
と
し
て
、İsm

ail Y
aşayanlar, 

“Osm
anlı 

D
evletiʼnde K

am
u Sağlığın K

urum
sallaşm

asında K
oler-

anın Etkisi

”, in Burcu K
urt and İsm

ail Y
aşayanlar 

（eds.

）, 
O

sm
anlıʼdan Cum

huriyetʼe Salgın H
astalıklar ve K

am
u 

Sağlığı, İstanbul: T
arih V

akfı Y
urt Y

ayınları, 2017, pp. 
2-24. 

官
僚
制
度
改
革
と
国
家
構
造
の
変
容
に
つ
い
て
は
、Carter 

V
. Findley, Bureaucratic R

eform
 in the O

ttom
an E

m
-

pire: T
he Sublim

e Porte, 1789-1922, Princeton: Prince-
ton U

niversity Press, 1980; Carter V
. Findley, O

ttom
an 

Civil O
ffi

cialdom
: A

 Social H
istory, Princeton: Princeton 

U
niversity Press, 1989; K

em
al K

arpat, 

“The T
ransform

a-
tion of the O

ttom
an State, 1789-1908

”, International 
Journal of M

iddle E
ast Studies, 3/3, 1972, pp. 243-281.

（
2
）　

ジ
ョ
ー
ジ
・
ロ
ー
ゼ
ン
は
そ
の
古
典
的
名
著
に
お
い
て
、
医
学

知
は
、
政
治
・
経
済
・
社
会
と
い
っ
た
様
々
な
非
科
学
的
な
要
素

と
の
関
係
性
の
中
で
、
そ
の
実
際
の
運
用
が
左
右
さ
れ
る
と
い
う

視
点
の
も
と
、
公
衆
衛
生
の
発
展
が
、
国
力
の
向
上
の
た
め
に
人

口
や
健
康
へ
の
関
心
を
高
め
た
中
央
集
権
国
家
の
登
場
と
並
走
し

た
も
の
で
あ
っ
た
と
論
じ
た
（
ジ
ョ
ー
ジ
・
ロ
ー
ゼ
ン
『
公
衆
衛

生
の
歴
史
』
第
一
出
版
、
小
栗
史
朗
訳
、
一
九
七
四
年
）。
後
に
、

そ
の
「
発
展
」
を
め
ぐ
っ
て
は
、
死
亡
率
の
低
下
に
対
す
る
医

学
・
公
衆
衛
生
政
策
の
歴
史
的
役
割
に
疑
問
が
投
げ
か
け
ら
れ

（
見
市
雅
俊
「
栄
養
・
伝
染
病
・
近
代
化
」『
社
会
経
済
史
学
』
五

三
―
四
、
一
九
八
七
年
、
九
〇
―
一
二
四
頁
）、
さ
ら
に
は
近
代
に

お
け
る
知
と
権
力
の
結
託
を
浮
き
上
が
ら
せ
た
ミ
シ
ェ
ル
・
フ
ー

コ
ー
に
触
発
さ
れ
る
形
で
、
医
学
・
公
衆
衛
生
の
規
律
・
抑
圧
的

な
側
面
が
描
か
れ
る
な
ど
、
議
論
は
様
々
な
方
向
に
展
開
を
し
て

い
っ
た
が
、
近
代
国
家
の
一
側
面
と
し
て
の
公
衆
衛
生
の
展
開
と

い
う
方
向
性
自
体
は
共
有
さ
れ
、
各
国
・
地
域
そ
れ
ぞ
れ
の
コ
ン

テ
ク
ス
ト
を
踏
ま
え
て
考
察
が
な
さ
れ
て
き
た
（D

orothy Por-
ter, ed., T

he H
istory of Public H

ealth and the M
odern 

State, A
m

sterdam
; A

tlanta: Rodopi, 1994

）。

（
3
）　

秋
葉
淳
「
オ
ス
マ
ン
帝
国
の
新
し
い
学
校
」
秋
葉
淳
・
橋
本
伸

也
編
『
近
代
・
イ
ス
ラ
ー
ム
の
教
育
社
会
史
―
オ
ス
マ
ン
帝
国
か

ら
の
展
望
』
昭
和
堂
、
二
〇
一
四
年
、
八
六
―
一
一
二
頁
。
新
た

な
官
僚
層
の
育
成
を
目
的
と
し
た
教
育
機
関
に
つ
い
て
は
、
永
田

雄
三
「
オ
ス
マ
ン
帝
国
に
お
け
る
近
代
教
育
の
導
入
―
文
官
養
成

校
（
ミ
ュ
ル
キ
エ
）
の
教
師
と
学
生
た
ち
の
動
向
を
中
心
に
」『
駿

台
史
学
』
一
一
一
号
、
二
〇
〇
一
年
、
六
三
―
九
〇
頁
を
参
照
。

（
4
）　

オ
ス
マ
ン
帝
国
史
の
文
脈
で
の
実
証
研
究
は
依
然
少
な
い
が
、

女
性
・
ジ
ェ
ン
ダ
ー
に
関
す
る
研
究
が
先
鞭
を
つ
け
て
い
る
。
例

え
ば
以
下
の
研
究
を
参
照
。Gülhan Balsoy, T

he Politics of 
R

eproduction in O
ttom

an Society, 1838-1900, London: 
Pickering and Chatto, 2013; T

uba D
em

irci and Selçuk 
A

kşin Som
el, 

“Wom
enʼs Bodies, D

em
ography, and Public 

H
ealth: A

bortion Policy and Perspectives in the O
tto-

m
an Em

pire of the N
ineteenth Century

”, Journal of the 
H

istory of Sexuality, 17/3, 2008, pp. 377-420.
（
5
）　

“İdare-i U
m

um
iye-i T

ıbbiye N
izam

nam
esi 

（ 20 Jul. 
1871/9 V

II 1287

）”, in D
üstur, V

ol. 2, İstanbul: M
atbaa-i 

A
m

ire, 1289, pp. 800-803.
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（
6
）　M

eclis-i U
m

ur-ı T
ıbbiye-i M

ülkiye ve Sıhhiye-i 
U

m
um

iye, Sıhhiye M
üfettişlerine ve E

tibba-yı Belediyeye 
A

it V
ezaif, İstanbul: A

rşak Garoyan M
atbaası, 1326, p. 5.

（
7
）　

各
国
・
地
域
に
関
す
る
専
論
の
一
例
を
挙
げ
る
と
、N

ancy 
Frieden, R

ussian Physicians in an E
ra of R

eform
 and 

R
evolution, 1856-1905, Princeton: Princeton U

niversity 
Press, 1981; Evelyn A

ckerm
an, 

“Medical Care in the 
Countryside near Paris, 1800-1914

”, A
nnals of the N

ew
 

Y
ork A

cadem
y of Sciences, 412, 1983, pp. 1-18; 

永
島
剛

「
一
九
世
紀
イ
ギ
リ
ス
に
お
け
る
保
健
行
政
―
ブ
ラ
イ
ト
ン
市
衛
生

当
局
の
活
動
を
中
心
と
し
て
」『
社
会
経
済
史
学
』
六
八
巻
四
号
、

二
〇
〇
二
年
、
二
三
―
四
四
頁
。

（
8
）　Ceren Gülser İlikan-Rasim

oğlu, 
“The Foundation of a 

Professional Group: Physicians in the N
ineteenth Cen-

tury M
odernizing O

ttom
an Em

pire 
（1839-1908

）”, Ph. D
. 

D
issertation, B

oğaziçi U
niversity, 2012; R

üya K
ılıç, 

H
asta, D

oktor ve D
evlet: O

sm
anlı M

odern T
ıbbında 

H
astalıkla M

ücadelenin Bitm
em

iş H
ikâyeleri, İstanbul: 

K
itap Y

ayınevi, 2020; Erdem
 A

ydın, 

“19. Y
üzyılda O

s-
m

anlı Sağlık T
eşkilatlanm

ası

”, O
sm

anlı T
arihi 

A
raştırm

a ve U
ygulam

a M
erkezi D

ergisi, 15, 2004, pp. 
185-207.

（
9
）　

公
的
組
織
に
雇
用
さ
れ
る
医
師
に
つ
い
て
、
例
え
ば
「
医
事
法
」

に
お
け
る
原
語
はm

em
leket hekim

 （ler

） i/tabibi （etibbası

） 

で
あ
り
、
ヤ
ン
グ
に
よ
る
同
法
の
フ
ラ
ン
ス
語
版
で
は
、M

édecins 
m

unicipaux

と
翻
訳
さ
れ
て
い
る
（
“İdare-i U

m
um

iye-i T
ıb-

biye N
izam

nam
esi

”; 

“Règlem
ent sur la̓dm

inistration 
m

unicipale m
édicale

”, in George Y
oung, Corps de droit 

ottom
an, V

ol. 3, O
xford: T

he Claredon Press, 1905, pp. 
205-207

）。
そ
の
他
の
史
料
の
な
か
で
は
、
市
行
政
医
（bele-

diye tabibi, 

あ
る
い
は
そ
の
複
数
形
な
ど
）
や
州
衛
生
監
察
官

（vilayet sıhhiye m
üfettişi

）
な
ど
、
実
際
の
官
職
名
で
呼
ば
れ

る
こ
と
が
ほ
と
ん
ど
で
あ
る
。
一
九
〇
九
年
の
『
職
務
』
に
お
い

て
は
州
衛
生
監
察
官
と
区
別
し
た
上
で
、belediye-m

em
leket 

etibbası

と
い
う
表
記
も
見
ら
れ
る
こ
と
か
ら
（Sıhhiye M

üfet-
tişlerine ve E

tibba-yı Belediyeye A
it V

ezaif, p.  4

）、
お
そ

ら
く
制
度
が
実
質
化
し
て
い
く
中
でm

em
leket hekim

i

と

belediye tabibi

は
同
じ
も
の
を
指
す
よ
う
に
な
っ
た
と
考
え
ら

れ
る
。
本
稿
で
は
、
州
衛
生
監
察
官
な
ど
を
含
め
て
公
的
組
織
に

奉
職
す
る
医
師
を
行
政
医
、
な
か
で
も
各
地
方
自
治
体
に
雇
用
さ

れ
た
医
師
を
市
行
政
医
と
す
る
。

（
10
）　Beşim

 Ö
m

er, N
evsal-i A

fiyet, İstanbul: A
lem

 M
at-

baası, 1315, p. 74. 

一
二
九
〇
年
か
ら
一
三
一
五
年
の
二
五
年
間
。

お
よ
そ
西
暦
一
八
七
四
年
か
ら
一
八
九
九
年
に
相
当
す
る
。

（
11
）　M

ustafa M
ünif Paşa, 

“Mektebi T
ıbbiyei M

ülkiyenin 
T

arihçesi

”, in M
azhar O

sm
an, Sıhhat A

lm
anakı, İstanbul: 

K
ader M

atbaası, 1933, p. 68.

（
12
）　A

yten A
ltıntaş, 

“Mülkî T
ıbbiye

n̓in K
uruluşu

”, T
arih 

ve T
oplum

, 184, 1999, pp. 217-218. 

サ
ー
リ
フ
は
オ
ス
マ
ン

帝
国
最
後
の
宮
廷
侍
医
長
（hekim

başı

一
八
五
〇
年
廃
止
）
で

あ
り
、
一
八
六
五
年
に
医
学
校
校
長
に
任
命
さ
れ
た
。

（
13
）　Cem

il Şerif, M
erhum

 Şeyhületibba O
peratör M

ustafa 
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E
nver Beyin H

atıraları, İzm
ir: Bilgi M

atbaası, 1933, pp. 
8-10. 

エ
ン
ヴ
ェ
ル
に
つ
い
て
は
、
鈴
木
真
吾
「
一
九
世
紀
末
か

ら
二
〇
世
紀
初
頭
イ
ズ
ミ
ル
に
お
け
る
コ
レ
ラ
対
策
の
変
容
と
継

続
―
近
代
オ
ス
マ
ン
帝
国
に
お
け
る
衛
生
政
策
と
地
方
社
会
」、

『
史
学
雑
誌
』
第
一
三
三
編
第
三
号
、
二
〇
二
一
年
、
六
三
頁
も
参

照
。

（
14
）　

後
述
の
よ
う
に
、
地
方
で
の
公
務
が
義
務
と
な
る
の
は
少
し
時

代
を
下
っ
て
の
こ
と
で
あ
る
（Galip A

ta, T
ıp Fakültesi, İs-

tanbul: Y
eni M

atbaa, 1341 ［1925

］, p.  138

）。

（
15
）　Ö

m
er, N

evsal-i A
fiyet, pp. 71-74; Ekrem

 K
adri U

nat 
and M

ustafa Sam
astı, M

ekteb-i T
ıbbiye-i M

ülkiye 

（Sivil 
T

ıp M
ektebi

） 1867-1909, İstanbul: İstanbul Ü
niversitesi 

C
errahpaşa T

ıp F
akültesi Y

ayınları, 1990; N
uran 

Y
ıldırım

, H
istory of H

ealthcare in İstanbul, İstanbul: 
A

vrupa K
ültür Başkenti A

jansı, 2010, pp. 294-298.

（
16
）　

た
だ
し
フ
ラ
ン
ス
語
自
体
は
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
か
ら
消
え
る
こ
と

は
な
く
、
ま
た
臨
床
教
育
の
充
実
な
ど
を
理
由
に
修
学
期
間
は
そ

の
後
長
期
化
し
た
。
医
学
教
育
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
に
つ
い
て
は
以
下

の
文
献
を
参
照
。N

uran Y
ıldırım

, 

“An O
verview

 of the 
Educational M

odels in T
erm

s of the H
istory of the M

ed-
ical Education in O

ur Country 1827-1933

”, in A
yşegül 

D
em

irhan Erdem
ir and Ö

ztan Ö
ncel 

（eds.

）, 1st Interna-
tional Congress on the T

urkish H
istory of M

edicine 10th 
N

ational Congress on the T
urkish H

istory of M
edicine: 

Selected Papers on T
urkish M

edical H
istory, İstanbul: 

T
ürk T

ıp T
arihi K

urum
u, 2008, pp. 169-211.

（
17
）　

従
来
、
文
民
医
学
校
の
前
に
医
学
協
会
が
設
立
さ
れ
た
と
考
え

ら
れ
て
い
た
が
（U

nat and Sam
astı, M

ekteb-i T
ıbbiye-i 

M
ülkiye, p.  4

）、
ア
ル
ト
ゥ
ン
タ
シ
ュ
は
文
書
史
料
に
依
拠
し
て
、

順
序
が
逆
で
あ
る
と
論
証
し
た
（A

ltıntaş, 

“Mülkî T
ıbbiye

n̓in 
K

uruluşu

”, pp. 216-222

）。

（
18
）　U

nat and Sam
astı, M

ekteb-i T
ıbbiye-i M

ülkiye, p. 5.

（
19
）　

文
民
医
は
、
軍
医
の
対
と
な
る
も
の
で
あ
り
、
職
階
と
位
階
を

有
す
る
文
民
医
階
級
に
属
す
る
医
師
を
指
す
。
ヤ
ン
グ
の
フ
ラ
ン

ス
語
訳
で
はM

édecins civils

と
さ
れ
て
い
る
（
“Médecins et 

pharm
aciens civils, loi

”, in George Y
oung, Corps de droit 

ottom
an, V

ol. 3, O
xford: T

he Claredon Press, 1905, pp. 
203-205

）。
し
た
が
っ
て
、
以
下
の
「
県
医
」
な
ど
も
実
際
の
官

職
名
で
は
な
く
階
級
を
示
し
て
い
る
。
た
だ
し
、
郡
レ
ベ
ル
の
自

治
体
に
は
「
郡
医
」
階
級
の
文
民
医
が
、
さ
ら
に
上
位
の
行
政
区

分
の
自
治
体
に
は
さ
ら
に
上
の
階
級
の
文
民
医
が
任
命
さ
れ
る
こ

と
は
当
然
考
え
ら
れ
（
例
え
ば
州
庁
で
あ
る
イ
ズ
ミ
ル
の
自
治
体

に
は
「
州
医
」、
県
庁
で
あ
る
マ
ニ
サ
に
は
「
県
医
」、
郡
庁
で
あ

る
ア
ラ
シ
ェ
ヒ
ル
に
は
「
郡
医
」
が
任
命
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
）、

そ
の
意
味
で
は
、
階
級
と
実
際
の
官
職
の
間
に
全
く
関
係
が
な
い

わ
け
で
は
な
い
。
た
だ
し
そ
れ
は
制
度
設
計
上
の
こ
と
で
あ
り
、

十
分
な
数
の
医
師
が
い
た
わ
け
で
は
な
い
の
で
、
現
実
に
そ
の
通

り
で
あ
っ
た
こ
と
は
意
味
し
な
い
。
な
お
呼
称
の
上
で
は
、
そ
れ

ら
は
区
別
さ
れ
ず
にbelediye tabibi

と
呼
ば
れ
る
。

（
20
）　

“Mekteb-i T
ıbbiye-i M

ülkiye N
izam

nam
e-i Esasisine 

M
üzeyyel M

evadd-ı N
izam

iye （ 8 O
ct. 1870/26 IX

 1286

）”, 
in D

üstur, V
ol. 2, İstanbul: M

atbaa-i A
m

ire, 1289, pp. 



　

近
代
オ
ス
マ
ン
帝
国
に
お
け
る
国
家
医
療
の
形
成
と
市
行
政
医

）

六
七　
（
三
八
五　

812-813.
（
21
）　

“Mem
leket Etibbası ve Eczacıları H

akkında N
izam

-
nam

e （ 16 A
pr. 1888/4 IV

 1304

）”, in O
sm

an N
uri （Ergin

）, 
M

ecelle-i U
m

ur-ı Belediye, V
ol. 4, İstanbul: A

rşak Ga-
royan M

atbaası, 1331, pp. 20-24.

（
22
）　

州
衛
生
監
察
官
に
つ
い
て
は
、
鈴
木
真
吾
「
一
九
世
紀
末
イ
ズ

ミ
ル
に
お
け
る
都
市
行
政
と
公
衆
衛
生
」『
日
本
中
東
学
会
年
報
』

三
一
―
一
、
二
〇
一
五
年
、
八
―
九
頁
も
参
照
。

（
23
）　İlikan-Rasim

oğlu, 
“The Foundation of a Professional 

Group

”, p. 234. 

エ
ン
ヴ
ェ
ル
も
一
時
期
、
病
院
医
と
市
行
政
医

職
を
掛
け
持
ち
し
て
い
た 
（Şeref, M

erhum
 Şeyhületibba, pp. 

10-11

）。

（
24
）　

佐
原
徹
哉
『
近
代
バ
ル
カ
ン
都
市
社
会
史
―
多
元
主
義
空
間
に

お
け
る
宗
教
と
エ
ス
ニ
シ
テ
ィ
』
刀
水
書
房
、
二
〇
〇
三
年
、
八

五
頁
。

（
25
）　

“İdare-i U
m

um
iye-i V

ilayat N
izam

nam
esi 

（ 22 Jan. 
1871/9 I 1286

）”, in D
üstur, V

ol. 1, İstanbul: M
atbaa-i 

A
m

ire, 1289, p. 649.

（
26
）　

一
八
七
〇
年
代
初
頭
に
イ
ズ
ミ
ル
周
辺
を
見
聞
し
た
シ
ェ
ル
ツ

ァ
ー
は
、「
都
市
あ
る
い
は
地
域
医
療
体
制
は
こ
の
地
域
で
は
全
く

未
知
の
も
の
で
あ
り
、
こ
の
サ
ー
ビ
ス
を
す
べ
き
行
政
医
（M

em
-

leket-tschekem
i

）
の
大
部
分
は
無
免
許
の
医
師
で
あ
り
、
そ
の

唯
一
の
活
動
は
病
気
に
な
っ
た
ジ
ャ
ン
ダ
ル
マ
や
服
役
者
の
世
話
、

法
医
学
上
の
検
分
を
す
る
こ
と
で
あ
る
」
と
述
べ
る
（K

arl von 
Scherzer, La province de Sm

yrne: considérée au point de 
vue géographique, économ

ique et intellectuel, V
ienna, 

1873, p.  26

）。

（
27
）　İlikan-Rasim

oğlu, 

“The Foundation of a Professional 
Group

”, pp. 235-249.

（
28
）　

“Mem
leket Etibbası ve Eczacıları H

akkında N
izam

-
nam

e

”, in Ergin, M
ecelle, V

ol. 4, p. 23.

（
29
）　

“İdare-i U
m

um
iye-i T

ıbbiye N
izam

nam
esi

”, pp. 800-
803.

（
30
）　

地
方
衛
生
委
員
会
に
つ
い
て
、
確
か
に
ア
イ
ド
ゥ
ン
州
で
は
衛

生
委
員
会
（Sıhhiye K

om
isyonu

）
が
存
在
し
た
が
、
一
九
〇

七
年
時
の
州
衛
生
監
察
官
ゼ
キ
に
よ
れ
ば
、
こ
の
委
員
会
の
実
際

の
主
要
な
職
務
は
裁
判
所
か
ら
の
所
見
報
告
書
の
調
査
に
限
ら
れ

て
い
た
。
そ
こ
で
彼
は
、
常
時
地
域
の
衛
生
状
態
を
監
督
し
、
医

学
的
知
見
を
交
換
す
る
組
織
が
必
要
で
あ
る
と
し
て
、
一
九
〇
七

年
に
新
た
な
医
学
・
衛
生
組
織
の
設
置
を
提
案
し
て
い
る
（
“Bir 

T
eşebbüs-i N

afi

”, A
henk, 3352 （ 25 Jul. 1907/12 V

II 1323

）, 
p.  1

）。
む
し
ろ
、
急
性
感
染
症
の
流
行
や
、
一
時
的
な
対
策
強
化

な
ど
の
際
に
、
臨
時
の
議
会
や
委
員
会
が
設
置
さ
れ
る
ケ
ー
ス
の

ほ
う
が
多
く
見
ら
れ
る
。

（
31
）　A

henk, 4017 （ 18 Jan. 1910/5 I 1325

）, p. 2.

（
32
）　Şinasi, 

“Malum
at-ı Sıhhiyenin T

am
im

i

”, A
henk, 4018 

（ 19 Jan. 1910/6 I 1325

）, p. 1.

（
33
）　

イ
ズ
ミ
ル
の
行
政
医
が
衛
生
知
の
普
及
に
果
た
し
た
役
割
に
つ

い
て
は
、
鈴
木
真
吾
「
一
九
世
紀
末
か
ら
二
〇
世
紀
初
頭
イ
ズ
ミ

ル
に
お
け
る
コ
レ
ラ
対
策
の
変
容
と
継
続
」
七
五
―
七
七
頁
を
参

照
。

（
34
）　

一
九
一
三
年
の
「
州
衛
生
行
政
法
」
に
よ
り
、
地
方
の
衛
生
行
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政
が
再
編
さ
れhükum

et tabibi

（
仮
に
医
務
官
と
す
る
）
が
州
、

県
、
郡
そ
れ
ぞ
れ
に
置
か
れ
た
（
“Vilayat İdare-i Sıhhiye N

i-
zam

nam
esi 

（1913

）”, in D
üstur: T

ertib-i Sani, V
ol. 5, İs-

tanbul: M
atbaa-i A

m
ire, 1332, pp. 363-367

）。
た
だ
し
間
も

な
く
し
て
大
戦
が
勃
発
、
一
九
二
三
年
に
は
オ
ス
マ
ン
帝
国
が
解

体
し
た
こ
と
も
あ
り
、
医
務
官
制
度
の
実
態
は
わ
か
っ
て
お
ら
ず
、

ト
ル
コ
共
和
国
初
期
も
含
め
た
検
討
が
課
題
と
な
っ
て
い
る
。

（
35
）　M

alek Sharif, Im
perial N

orm
s and Local R

ealities: 
T

he O
ttom

an M
unicipal Law

s and the M
unicipality of 

Beirut 

（1860-1908
）, Beirut: Ergon V

erlag W
ürzburg, 

2014, p. 182.

（
36
）　Ibid., p. 189. 

カ
ス
ル
・
ア
ル
＝
ア
イ
ニ
ー
医
学
校
は
、
オ
ス

マ
ン
帝
国
に
先
駆
け
、
一
八
二
七
年
に
ム
ハ
ン
マ
ド
・
ア
リ
ー
が

カ
イ
ロ
に
設
立
し
た
近
代
的
医
学
校
。

（
37
）　V

eysel U
sta, 

“Tanzim
attan Cum

huriyete T
rabzonʼda 

Sağlık

”, in M
ustafa Çulfaz 

（ed.

）, A
nadoluʼnun İlk T

ıp 
G

azetelerinden H
ekim

, T
rabzon: Serander; T

rabzon 
T

abip O
dası Y

ayını, 2007, p. X
IX

.

（
38
）　A

li A
çıkel, 

“Sivas V
ilayetinde Sağlık Ö

rgütüʼnün 
T

eşkili ve Sağlık K
urum

ları 

（1867-1920

）”, in A
yşegül 

D
em

irhan Erdem
ir et al 

（eds.

）, 1. U
luslararası T

ürk 
T

ıp T
arihi K

ongresi - 10. U
lusal T

ürk T
ıp T

arihi K
on-

gresi Bildiri K
itabı, V

ol. 2, A
nkara: T

ıp T
arihi K

urum
u, 

2008, pp. 1394-1395.

（
39
）　Şeref, M

erhum
 Şeyhületibba, pp. 10-11.

（
40
）　İlikan-Rasim

oğlu, 

“The Foundation of a Professional 

Group

”, p. 107.

（
41
）　H
izm

et,  252 

（ 30 A
pr. 1899/18 IV

1305

）, p. 1. 

エ
ド
ヘ
ム

に
つ
い
て
は
、
鈴
木
「
一
九
世
紀
末
か
ら
二
〇
世
紀
初
頭
イ
ズ
ミ

ル
に
お
け
る
コ
レ
ラ
対
策
の
変
容
と
継
続
」
六
三
頁
も
参
照
。

（
42
）　M

ehm
et K

arayam
an, 20. Y

üzyılın İlk Y
arısında 

İzm
irʼde Sağlık, İzm

ir: İzm
ir Büyükşehir Belediyesi 

K
ültür Y

ayını, 2008, p. 35.

（
43
）　A

henk, 2229 （ 18 N
ov. 1903/29 X

 1319

）, p. 2.

（
44
）　A

henk, 2325 （ 17 M
ar. 1904/4 III 1320

）, p. 3.

（
45
）　
「
薬
局
の
数
は
制
限
さ
れ
な
い
」
と
記
し
た
第
四
条
に
よ
る

（
“Beledi İspençiyarlık Sanatının İcrasına D

air N
izam

-
nam

e 

（ 3 Feb. 1861/22 Receb 1277A
.H

.

）”, in D
üstur, V

ol. 
2, İstanbul: M

atbaa-i A
m

ire, 1289, pp. 817-823

）。
そ
れ
以

前
に
数
の
制
限
が
あ
っ
た
こ
と
の
裏
返
し
で
あ
り
、
ゲ
デ
ィ
キ
と

呼
ば
れ
た
一
種
の
営
業
権
の
廃
止
を
意
味
し
て
い
る
。
医
師
と
薬

剤
師
の
ゲ
デ
ィ
キ
に
つ
い
て
は
不
明
な
点
も
多
い
が
、
先
行
研
究

と
し
て
、Rengin D

ram
ur, 

“Osm
anlılarda H

ekim
 ve Ec-

zacı Gediği

”, in I. T
ürk T

ıp T
arihi K

ongresi İstanbul: 
17-19 Şubat 1988, A

nkara: T
ürk T

arih K
urum

u 
Basım

evi, 1992, pp. 149-155.

（
46
）　N

uran Y
ıldırım

, 

“İstanbul E
czanelerinde H

asta 
M

uayenesi ve T
ıbbi T

ahlil Laboratuvarları

”, Y
eni T

ıp 
T

arihi A
raştırm

aları, 2-3, 1996/97, pp. 71-97.
（
47
）　

“Eczane-i U
m

um
i

”, A
henk, 2192 

（ 6 O
ct. 1903/23 IX

 
1319

）, p. 4.

（
48
）　

“Doktor M
ercan Ritosyan: Fransaʼda Sabık Sıbyan 
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M
üfettişi

”, A
henk, 4461 （ 20 M

ar. 1911/7 III 1327

）, p. 4.
（
49
）　

“Gureba-i M
üslim

in H
astanesi Em

raz-ı N
isaiye ve 

T
abib-i M

üvellidi: N
ikolaki İkonom

idi

”, A
henk, 4141 

（ 26 
Feb. 1910/13 II 1325

）, p. 4.

（
50
）　

同
時
代
の
イ
ス
タ
ン
ブ
ル
の
事
例
と
し
て
、Y

ıldırım
, 

“İs-
tanbul Eczanelerinde H

asta M
uayenesi

”
を
参
照
。

（
51
）　V

angelis K
echriotis, 

“Betw
een Professional D

uty and 
N

ational F
ulfillm

ent: T
he Sm

yrniot M
edical D

octor 
A

postolos Psaltoff 
（1862-1923

）”, in M
eropi A

nastassi-
adou 

（ed.

）, M
édecins et ingénieurs ottom

ans à lʼâge des 
nationalism

es, Paris: IFEA
, M

aisoneuve &
 Larose, 2003, 

pp. 345-346.

（
52
）　

“Kadızade H
üseyin Rifat Şifa Eczanesi: İzm

ir-H
üku-

m
et Caddesi

”, A
henk, 2935 

（ 17 M
ar. 1906/4 III 1322

）, p. 
4.

（
53
）　

“Şifa Eczanesi 

（Poliklinik

） i: M
uayenehane-i T

ıbbi–
Cerrahi-A

yni

”, A
henk, 3346 

（ 18 Jul. 1907/5 V
II 1323

）, p. 
4.

（
54
）　

“Kadızade H
üseyin Rifat Şifa Eczanesi

”, A
henk, 2935, 

p. 4.

（
55
）　Ibid.

（
56
）　

“Doktor K
im

yager Şehab Sadkı

”, A
henk, 3483 

（ 29 
D

ec. 1907/11 X
II 1323

）, p. 4.

（
57
）　

上
述
の
ウ
ム
ー
ミ
ー
薬
局
も
、
一
九
一
〇
年
の
『
統
一
』
紙
掲

載
の
広
告
で
は
血
液
や
痰
な
ど
の
化
学
・
顕
微
鏡
分
析
を
行
え
る

こ
と
や
、
い
つ
で
も
出
産
を
行
う
準
備
が
あ
る
こ
と
を
宣
伝
し
て

い
る
（
“Eczane-i U

m
um

i

”, İttihad,  439 

（ 29 Sep. 1910/16 
IX

 1326

）, p.  4

）。

（
58
）　

イ
ス
タ
ン
ブ
ル
で
も
同
時
期
に
似
た
よ
う
な
状
況
が
見
ら
れ
る
。

例
え
ば
フ
ラ
ン
ス
で
医
学
を
修
め
た
著
名
な
医
師
で
あ
り
、
後
に

イ
ス
タ
ン
ブ
ル
市
長
を
務
め
た
ジ
ェ
ミ
ル
・
ト
プ
ズ
ル
は
、
薬
局

で
患
者
を
診
る
や
り
方
に
納
得
で
き
ず
、
四
部
屋
あ
る
邸
宅
を
借

り
て
私
立
診
療
所
を
開
い
た
。
そ
の
後
チ
ェ
ン
ベ
ル
リ
タ
シ
ュ
に

診
療
所
を
移
す
と
、
べ
シ
ム
・
オ
メ
ル
や
カ
ド
リ
ー
・
ラ
シ
ト
な

ど
、
同
時
代
を
代
表
す
る
医
師
た
ち
も
同
地
区
に
診
療
所
を
開
設

し
て
、
そ
こ
は
診
療
所
地
区
の
様
相
を
呈
し
た
と
い
う
。
そ
れ
で

も
な
お
、
こ
う
し
た
医
師
は
例
外
で
あ
り
、
多
く
の
医
師
は
薬
局

で
診
療
を
行
っ
て
い
た
（N

uran Y
ıldırım

, 

“İstanbuld̓a 
N

öbet M
ahalleri-N

öbet Eczaneleri 

（1845-1895

）”, O
s-

m
anlı Bilim

i A
raştırm

aları, V
I/2, 2005, p.  167

）。

（
59
）　

“Aynen V
araka

”, A
henk, 2364 

（ 1 M
ay 1904/18 IV

 
1320

）, p. 3.

（
60
）　

“Manisaʼdan 

〈E
dhem

 E
fendizade B

ahayayddin

〉 
İm

zasıyla A
ldığım

ız V
arakadır

”, A
henk, 2439 

（ 29 Jul. 
1904/16 V

II 1321

）, p. 3; 

“Neticesi M
uvaffakiyetli Bir 

A
m

eliyat-ı Cerahhiye-i M
ühim

m
e

”, A
henk, 2608 

（ 14 Feb. 
1905/1 II 1321

）, p. 3.

（
61
）　Y

ıldırım
, 

“İstanbul Eczanelerinde H
asta M

uayenesi

”, 
pp. 88-90.

（
62
）　

各
病
院
に
つ
い
て
は
、Başak O

cak and Ö
zlem

 Y
ıldırır 

K
ocabaş, İzm

ir G
ureba-i M

üslim
in H

astanesiʼnden İzm
ir 

D
evlet H

astanesiʼne 

“Bir H
astane Ö

yküsü

”, İzm
ir: İzm

ir 
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B
üyükşehir B

elediyesi, 2014; B
aşak O

cak, 

“Osm
anlı 

D
önem

iʼnde Faaliyetlerini Sürdüren İzm
irʼdeki Gay-

rim
üslim

 H
astaneleri

”, B
elgi D

ergisi, 2/18, 2019, pp. 
1607-1624

を
参
照
の
こ
と
。
ま
た
、
英
仏
な
ど
、
イ
ズ
ミ
ル
と

商
業
的
結
び
つ
き
の
強
い
国
も
自
前
の
病
院
を
運
営
し
て
い
た
。

（
63
）　O

cak, 
“İzm

irʼdeki Gayrim
üslim

 H
astaneleri

”, p. 1610.

（
64
）　

七
ヶ
月
分
の
統
計
か
ら
推
計
（A

henk, 2410 

（ 24 Jun. 
1904/12 V

I 1320
）, p. 3; 2432 

（ 21 Jul. 1904/8 V
II 1320

）, p. 
2; 2511 

（ 20 O
ct. 1904/7 X

 1320

）, p. 3; 2535 

（ 17 N
ov. 

1904/4 X
I 1320

）, p. 3; 2557 

（ 16 D
ec. 1904/3 X

II 1320

）, p. 
3; 2609 

（ 21 Feb. 1905/8 II 1320

）, p. 3; 2631 

（ 18 M
ar. 

1905/5 III 1321

）, p.  3

）。

（
65
）　A

henk, 2633 （ 21 M
ar. 1905/8 III 1321

）, p. 2.

（
66
）　M

ustafa Enver, 

“Yine Gureba H
astanesi

”, A
henk, 

5163 （ 1 Jul. 1913/18 V
I 1329

）, pp. 2-3.

（
67
）　Şeref, M

erhum
 Şeyhületibba, p. 22.

（
68
）　O

cak and Y
ıldırır K

ocabaş, İzm
ir G

ureba-i M
üslim

in 
H

astanesiʼnden İzm
ir D

evlet H
astanesiʼne, p. 111.

（
69
）　A

henk, 2663 （ 25 A
pr. 1905/12 IV

 1321

）, p. 3.

（
70
）　A

henk, 2596 （ 31 Jan. 1905/18 I 1321

）, p. 2.

（
71
）　Ibid.

（
72
）　

増
築
に
つ
い
て
は
、O

cak and Y
ıldırır K

ocabaş, İzm
ir 

G
ureba-i M

üslim
in H

astanesiʼnden İzm
ir D

evlet H
astane-

siʼne, pp. 110-115.

（
73
）　A

henk, 1597 （ 14 N
ov. 1901/1 X

I 1317

）, p. 2.

（
74
）　A

henk, 3184 （ 5 Jan. 1907/23 X
II 1322

）, p. 1.

（
75
）　

“Gureba-i M
üslim

in H
astanesiʼnden

”, A
henk, 3725 

（ 10 
O

ct. 1908/27 IX
 1324

）, p. 3.

（
76
）　

“Hum
m

a-yı N
efası

”, H
izm

et,  127 

（ 7 Feb. 1888/26 I 
1303

）, pp. 1-2.

（
77
）　

“İdare-i U
m

um
iye-i T

ıbbiye N
izam

nam
esi

”, pp. 800-
801.

（
78
）　Sıhhiye M

üfettişlerine ve E
tibba-yı B

elediyeye A
it 

V
ezaif, p. 23.

（
79
）　A

henk,  271 （ 30 Jun. 1897/18 V
 1313

）, p. 2.

（
80
）　

“Devair-i Belediyeden H
astagan-ı Fukaraya M

ec-
canen İta K

ılınan M
ualecatının U

sul-i İtasını M
untazam

-
m

ın T
alim

at 

（1323

）”, in Ergin, M
ecelle, V

ol. 4, pp. 632-
633.

（
81
）　

エ
ル
ギ
ン
に
よ
れ
ば
、
医
薬
品
価
格
の
値
上
が
り
を
う
け
、
一

九
一
四
年
に
上
限
が
四
ク
ル
シ
ュ
に
引
き
上
げ
ら
れ
た
（Ergin, 

M
ecelle, V

ol. 4, p.  634

）。

（
82
）　

“Fukara-yı H
astagana Ecza İtası H

akkında T
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